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はじめに

農薬検査所は平成１３年４月に独立行政法人として発足し、３年が経過しました。

５年間の中期計画期間の半ばを過ぎたところですが、中期目標に掲げられた各目標につきましては、おかげさ

まで農薬検査所の主な業務である農薬の検査の迅速化などの業務運営の効率化、業務の質の向上等の目標をおお

むね達成しているとの評価を受けることができました。中期計画後半におきましても、的確にその責務を果たし、

中期目標の達成に向けて業務運営の向上に努めて参ります。

平成１５年度には、国の食品安全確保の体制に大きな変革が行われました。

平成１５年５月２３日に食品安全基本法が施行され、７月１日には、内閣府に食品健康影響評価を行うととも

に食品の安全性確保に関する施策の策定に意見具申、勧告を行う食品安全委員会が発足し、残留農薬基準の設定

等に当たって必要な農薬の評価が同委員会で行われることとなりました。農林水産省においてもリスク管理部門

を、産業振興部門から分離・強化するとともに消費者行政をあわせて所管する消費・安全局の新設等の組織再編

が行われ、農薬行政も同局が所掌することとなりました。

また、農薬に関連した法令では、①３月２８日には環境省において水産動植物に係る登録保留基準の改正が告

示されたこと、②５月３０日には食品衛生法が改正され、残留農薬基準にいわゆるポジティブリスト制の導入が

規定されたこと、③６月１１日には、農薬取締法が改正され、農薬に該当しない除草剤に対する表示義務等が規

定されたこと、等の法令改正が行われました。

平成１５年３月１０日に施行された農薬取締法の改正に関連して、農薬検査所では、①いわゆるマイナー作物

に対する農薬の緊急登録のための検査の迅速な対応、②マイナー作物の経過措置に係る大臣承認のための検討へ

の技術的協力や、その登録に向けた試験設計等に対する技術的助言、③農薬ラベルの誤表示防止のための調査等

緊急的な要請に対応してきました。

また、改正農薬取締法に基づく特定防除資材の指定のための審査業務、および遺伝子組み換え生物に係るいわ

ゆるカルタヘナ担保法に基づく立ち入り等の業務につき、参画、分担して取り組むための業務方法書の改正につ

いて、農林水産大臣の認可をいただいたところです。このほか、検査技術に関する調査研究、内外の関連情報の

収集、農薬の登録や安全性に関連した情報発信のための準備等に取り組んでいます。

農薬検査所は、こうした法令、制度の改正や社会からのニーズに迅速、的確に対応し、業務に反映させるとと

もに、課せられた任務を誠実に果たしていけるよう努力して参ります。

本報告書が、国民の皆様のご理解に役立つことを祈念しております。

平成１６年７月


独立行政法人農薬検査所


理事長 森 田 健 二 
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Ⅰ 背景情報
１．まえがき

【天候及び病害虫の発生状況等の概況】

平成１５年の冬（平成１４年１２月から１５年２月）は、１２月には北日本と東日本で低温となり、１月上旬

には強い寒気が入って全国的に低温となった。１月中旬以降は強い寒気の南下することは少なくなり、２月にな

ると顕著な高温となる時期もあり、気温は東日本以西では平年よりも高かった。１月以降は東・西日本の太平洋

側では、低気圧の影響により曇りや雨又は雪の日が多かった。１２月から２月にかけての冬期間の平均気温は南

西諸島を除けば平年並みか平年以下で、日照時間は北日本と南西諸島で多く、東日本の太平洋側と西日本で少な

く、東日本の日本海側で平年並みであった。

春は、３月から４月上旬にかけて冬型の気圧配置となって気温の低い時があったが、その後は日本海を通過す

る低気圧に吹き込む南風等により気温の高い日が多く、４月、５月ともに全国的に高温となった。４月は低気圧

や前線の影響で全国的に曇りの日が多く、５月も東・西日本の太平洋側では曇りの日が多かった。このため、こ

の間の日照時間は東・西日本で少なく、降水量は西日本で多く、北日本と南西諸島では少なかった。

梅雨入りは、沖縄地方と奄美地方では平年より遅く５月中旬、九州から本州にかけては、６月１０日前後であ

った。

７月には、オホーツク海高気圧が優勢となり、太平洋高気圧の北への張り出しが弱かったため、梅雨前線が本

州上や南岸に停滞し、北日本から西日本にかけて顕著な低温・寡照となった。

梅雨明けは、沖縄地方と奄美地方は平年並みであったが、九州から本州にかけては強いオホーツク海高気圧の

影響が長期間に及び平年よりかなり遅れた。また、東北では、立秋を過ぎても気温が低く日照時間の少ない状態

が続き、梅雨明けの時期が特定できなかった。

東・西日本では８月上旬と下旬に太平洋高気圧が覆う時もあったが、北日本では低温・寡照の状態が続いた。

中旬は前線が本州付近まで南下停滞し、東・西日本を中心に顕著な低温・多雨・寡照となった。

秋は、９月と１１月は南の高気圧の勢力が強く、９月は厳しい残暑となり東・西日本、南西諸島では晴れの日

が続き、１１月も南の高気圧の勢力が強く極端な高温となった。 天候は、９月は北日本では北上した前線や低気

圧により曇りの日が多く、それ以外の地域では晴れの日が多かった。１１月は南の高気圧の関係で前線が本州付

近に停滞したため、北日本を除いてほぼ全国的に曇りや雨の日が多かった。一方１０月は南の高気圧の勢力が弱

く、周期的に寒気の南下があったために、気温の変動が大きかった。

冬期間の平均気温が平年並みに推移した地域が多く、春の病害虫の発生は平年並みであったが、夏以降は、低

温、日照不足の影響により、いもち病の発生が多くなる等、病害虫の発生消長に天候が大きく影響した年であっ

た。また、海外からの飛来害虫が近年になく多数飛来したため、広域で発生が確認された。

水稲のいもち病は、平年より早い発生となり、その後、北日本を中心に６月下旬から８月末まで低温及び日照

不足が続き、いもち病の発生に好適な条件となったことから、東北から中国地方にわたる広域でいもち病が発生

した。しかし、葉いもちに対する予防効果のある箱施用剤の普及等により、生育初中期の発生が抑えられたこと、

その後も警報、注意報の発生に対応した防除が実施されたことから一部の地域で多発生が見られたものの、平成

５年ほどの全国的な大発生には至らなかった。害虫については、ウンカ類が九州から東北にかけての広域に、数

回にわたり多数飛来したことが確認された。コブノメイガは、平年より早く飛来が確認され、四国及び近畿地域

の一部で多数飛来が確認され、発生量も多かった。斑点米カメムシ類は、ここ数年ほどの発生ではなかったが、

北日本では発生量が多く、一部地域では斑点米の発生が認められた。

稲の作況指数は、全国平均では９０の著しい不良となった。これは、北海道における著しい低温による不稔籾

の多発及び著しい登熟の阻害、東北の太平洋側及び秋田県、山形県の一部地域における著しい低温による不稔籾

の多発、低温及びいもち病の多発による著しい登熟の阻害等の影響が大く、関東以西においても６月中旬の日照

不足等により分げつが抑制されたこと、低温・日照不足の影響やいもち病の多発により登熟が抑制されたことも

大きく影響し、沖縄を除くすべての県で作況指数が１００を下回った。

麦では、出穂期に高温、湿潤となった地域で赤かび病が発生しやすい条件となり、防除適期に降雨が続いた地

域では被害が平年より大きかった。大豆では８月中旬に多雨となった九州地域で、べと病の発生が平年よりやや

多かった。

果樹では、梅雨明け以降の低温、日照不足、長雨により、なし黒星病、ぶどうべと病、もも灰星病の発生が東

海以西の地域で多かった。また、台風の襲来が早く、７月、８月に降雨が多かった中国、四国、九州地方で、か

んきつのかいよう病、黒点病の発生が平年よりやや多かった。害虫では一部を除いて発生は平年並みかそれ以下
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であった。

野菜及び花きでは、ハスモンヨトウの発生が９月以降に西日本を中心に多く認められた。また、低温、日照不

足の影響で、ネギ類のべと病、トマトの疫病、灰色かび病の発生について注意が喚起された。

【農薬を取り巻く行政の動き及び当所の対応】

平成１５年の気象及び病害虫の発生状況並びに水稲の作柄の概況等は以上のとおりであったが、食品安全にか

かる一連の法律の成立及び施行、農林水産省の組織再編、マイナー作物の病害虫防除における使用農薬への対応

等、平成１４年度に引き続き農薬行政にとって大きな節目の年となった。

関係する事項が広範に及ぶため、順次概要を追うこととしたい。

食品安全にかかる関係法令の整備として、食品安全基本法の制定、食品衛生法の改正、食品の安全性の確保の

ための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の成立等があげられる。

食品安全基本法は、平成１５年５月２３日に公布され、食品の安全性確保に関する施策の策定に当たって、食

品健康影響評価を行うための組織として食品安全委員会及び同事務局が７月１日に発足した。農林水産省、厚生

労働省が関係する施策を行う場合に食品安全委員会の意見を聴かなければならないとされたほか、リスク評価の

結果に基づき、食品の安全性の確保のために講ずべき施策について、関係大臣に勧告を行うことができることと

した。農薬に関してみると、最も大きな変更は、作物残留に係る残留農薬基準の設定又は変更に際して、食品安

全委員会の意見を聞かなければならないとされたことであり、具体的には、従来、厚生労働省が行っていた農薬

の毒性評価を食品安全委員会及び同農薬専門調査会が行うこととなった。

次に、食品衛生法の改正における、農薬に関する最も大きな変更としては、残留農薬基準が設定されていない

農薬等が残留する食品の流通等を原則禁止するという、いわゆるポジティブリスト制の導入があげられる。この

制度の施行は公布の日から３年を超えない範囲内において政令で定める日からとされているが、農薬取締法の改

正により農薬登録と残留農薬基準の整合性の確保が求められたことから農薬を登録する際には残留農薬基準が設

定されている必要があることとなり、現在申請中の新規化合物及び基準値の追加又は見直しが必要な申請につい

て、農薬の登録にあわせて残留農薬基準が設定されることとなった。また、今回の制度改正にあわせて、薬事・

食品衛生審議会食品衛生分科会の構成も変更され、残留農薬基準については、「農薬・動物用医薬品部会」にお

いて審議されることとなり、毒性評価を担当していた「毒性部会」は廃止された。

食品安全委員会及び同農薬専門調査会による農薬の最初の評価は平成１５年１１月に、その評価結果に基づく

残留農薬基準の審議は平成１５年１２月に行われ、その後も順次開催されており、当所としてもその円滑な推進

に協力していくこととしている。

なお、これまで、農薬登録に際しての作物残留に係る判断基準（農薬登録保留基準）は、「農薬取締法第３条

第１項第４号から７号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件（昭和４６年３月２日農林省

告示第３４６号）」において、食品衛生法の残留農薬基準とされ、この基準が定められていない場合には、環境

大臣が定める基準とされており、新規化合物の場合には、通常、環境大臣が基準値を定めていたが、今後、農薬

登録にあわせて残留農薬基準が設定されることとなり、昭和４８年から続いてきた環境省による作物残留に係る

農薬登録保留基準の設定は、平成１５年６月３０日の告示をもって事実上終了した。

次に、農薬取締法の改正についてみると、「食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関す

る法律」の中で改正され、主な改正内容は、違反農薬の販売に対する販売者への回収命令、農薬登録と残留農薬

基準の整合性の確保、農薬に該当しない除草剤（いわゆる非農耕地専用除草剤）に対する表示義務等である。

農林水産省においては、平成１５年７月１日に、消費・安全局の新設を含む組織再編を行った。これは、食品

の安全に関するリスク評価を行う食品安全委員会の発足と軌を一にしたものであり、農林水産省が担当する農作

物等の安全に係るリスク管理部門を産業振興部門から分離、強化することとし、本省に消費者行政とリスク管理

を統一的に担当する消費・安全局を、地方農政局に消費・安全部を新設した。さらに、食糧事務所を廃止して、

地方農政局の下でリスク管理業務を中心に行う地方農政事務所として再編した。農薬関係業務を担当していた旧

生産局生産資材課農薬対策室は、消費・安全局の農産安全管理課に移行した。

環境省においては、平成１５年３月２８日に水産動植物に係る登録保留基準の改正について告示し、平成１７

年４月１日から施行することとした。この改正は、環境基本計画で、化学物質の生態系に対する影響の適切な評

- 2 - 




価と管理を視野に入れて対策を推進する必要があるとされたことに対応するもので、公共用水域の水中における

農薬成分の濃度を予測し、その値が農薬の成分ごとに求められる魚類、甲殻類及び藻類への影響を考慮した基準

に適合しない場合に保留するということを骨子とするものであり、新たな基準では、水田で使用される農薬のみ

ならず畑地等で使用される農薬も対象となっている。

このほかの農薬行政に関連した施策としては、厚生労働省による水道水質基準に関係する水道法施行規則等の

改正、農林水産省による特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針の公表、「生物の多様性に関

する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」の批准及び「遺伝子組換え生物等の使用等の規制によ

る生物の多様性の確保に関する法律」（以下、「カルタヘナ担保法」という。）が公布されたこと等があげられ

る。特定防除資材の評価とカルタヘナ担保法への対応については、農薬検査所としても正式な業務として取り組

むこととなり、このための業務方法書等の改正が主務大臣である農林水産大臣から認可された。

このように本年度は、農薬を取り巻く行政施策及び組織等に大きな変化があったものの、当所としては、新た

な施策の策定及びこれらの施策の確実な推進に今後とも積極的に貢献することとしている。

一方、農薬の登録及び流通等に関しては、マイナー作物の病害虫防除への対応、市販されている農薬のラベル

の誤表示の問題に取り組んできた。

マイナー作物に対する農薬登録については、形状、利用部位などから類似性の高い作物をグループ化して登録

できるようにしたこと等から、平成１４年度の第４四半期から平成１５年度の前半にかけて、６００件を超す変

更登録の申請があり、これらについては、迅速に登録検査を進めてきたところである。しかしマイナー作物の中

にはグループ化できない作物も多いこと等から、農林水産省は、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める

省令（農林水産省令・環境省令第８号）」の附則第３条において、当分の間、都道府県の範囲ごとに農林水産大

臣の承認を受けた作物については登録農薬に記載された適用農作物等の範囲に含まれないものであっても使用基

準に違反しないとする「経過措置」を設けた。この経過措置により承認された作物と農薬の組み合わせは、延べ

９０００件を超えた。当所としては、申請された組み合わせの検討に当たり、農薬登録保留基準及び残留農薬基

準に係る使用承認審査並びに試験設計の審査等技術的協力を行ったが、経過措置により承認されたマイナー作物

と農薬の組み合わせについては、今後、早急に薬効・薬害及び作物残留等の試験成績の整備が進められることか

ら、それらの試験設計等に対する技術的助言等について協力していくこととしている。

農薬ラベルの適正な表示については、農薬の使用者に対して使用基準の遵守義務が課せられたことから、今ま

で以上に重要な問題であり、農薬製造場への立ち入り検査に際して、ラベルの作成手順等について調査を行った

ところであるが、農薬の登録を取得している製造者、販売者の方々には、より的確な対応をお願いしたい。

また、平成１５年度より、農薬登録申請者から農薬のＭＳＤＳ（化学物質等安全データシート）の提出を求め、

整理を進めている。

【農薬の登録状況及び基準の設定状況】

最近の農薬登録の傾向は、新規登録件数よりも登録失効件数が上回っており、有効登録件数は減少傾向にある。

新規化合物を含む農薬の登録数も昨年に比べて減少した。新規有効成分は１９件あったが、そのうち９件は天敵

又は微生物農薬であった。失効した有効成分数は１６件であり、ここ数年増加傾向にある。

平成１５農薬年度（平成１４年１０月から平成１５年９月）における農薬の出荷は、前年度に比べ数量では３

％減の289千ｔ、ｋｌ、金額では３％減の3,480億円程度と推定される。この減少傾向はここ数年続いており、製

剤の軽量化、箱処理剤などの普及、減反、防除回数の減少などが影響していると考えられる。

農薬の登録検査に関係する基準の設定条件は以下のとおりである。

環境省においては、平成１５年度に新たに３農薬について｢作物残留に係る登録保留基準｣の設定を行うととも

に、１４農薬についてその改正を行った。「水質汚濁に係る登録保留基準」については、２農薬について新たに

基準値の設定を行った。

厚生労働省においては、平成１５年度に新たに１１農薬について、食品衛生法に基づき、農薬に係る食品の規

格基準(いわゆる残留農薬基準)の設定を行うとともに、４農薬について基準の改正を行った。
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【当所における動き】

当所についてみると平成１３年４月１日に独立行政法人農薬検査所に移行してから、３年が経過し、第１期の

中期計画の中間年を終えたところである。今までのところ業務実績の評価は、農林水産省独立行政法人評価委員

会において、中期目標等に掲げている各目標については、順調に達成されているとの評価を頂くことができた。

平成１５年度も、基本的な業務である農薬取締法の規定に基づく農薬の登録検査及び立入検査、申請の際に提

出される毒性試験成績等の信頼性確保業務（ＧＬＰ）、検査技術の向上等に資するための調査研究、農薬の登録

に係る国際調和への取り組み、開発途上国に対する技術的支援等について、的確に取り組んできたところであり、

更に、農薬取締法の改正により、農薬の登録内容に係る情報をより迅速に提供することが強く求められたことか

ら、当所のホームページの情報を充実すべく改善を進めたところである。

また、農薬の講習会等における講師派遣要請、当所への見学希望等が昨年度に引き続き多数寄せられ、これら

についても誠実に対応するとともに、平成１５年度については、農林水産省及び関東農政局と連携し、当所にお

いて、地方農政事務所の担当者を対象とした研修を実施した。

なお、平成１４年度から建設を進めていた農薬検査高度情報管理施設も１１月末に竣工、併せてLANを整備した

ところであり、今後は、より一層の業務の効率化、農薬情報の提供、業務の質の向上につながるものと期待され

る。

２．法令等の施行


農薬登録検査等に関連のある法令等の施行については、次のとおりであった。


（１）主な政令及び省令等

年月日 事 項 備 考

H15. 4.10 作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件 環境省告示第60号

H15. 4.10 水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件 環境省告示第61号

H15. 5.23 食品安全基本法 法律第48号

H15. 5.30 食品衛生法等の一部を改正する法律 法律第55号

H15. 6.11 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関す 法律第73号

る法律

H15. 6.18 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に 法律第97号

関する法律

H15. 6.30 作物残留に係る農薬登録保留基準を改正する件 環境省告示第71号

H15. 6.30 水質汚濁に係る農薬登録保留基準を改正する件 環境省告示第72号

H15.10.30 農薬取締法第十四条第三項の規定に基づき、マレイン酸ヒドラジ 農林水産省告示第1784号

ドに含まれるヒドラジンの含有量の検査方法を定める件

H15.11. 5 農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の一部を改正す 農林水産省令・環境省令

る省令 第8 号
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H15.12.17


H15.12.17


H16. 2.25


H16. 3.17


H16. 3.17


H16. 3.17


農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第二

十九条第一号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、

肥料及び土壌改良資材を定める件の一部を改正する件

農林物質の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五

十六条第四号の農林水産大臣が定める化学的に合成された農薬、

肥料及び土壌改良資材を定める件の一部を改正する件

食品、添加物等の規格基準の一部改正について

肥料取締法施行令等の一部を改正する政令

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令

毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令

農林水産省告示第2072号

農林水産省告示第2073号

厚生労働省告示第33号

政令第37号

政令第43号

厚生労働省令第29号

（２）通知

年月日 事 項 備 考

H15. 4.18
無人ヘリコプター利用技術指導指針の一部改正について 15生産第364号

H15. 4.23
農薬の効能をうたいながら農薬登録を取得していない石灰窒素の取締り 15生産第655号

について

H15. 5.29
平成15年度農薬危害防止運動の実施について 15生産第1429号

H15. 6.25
農薬を販売する際の表示要領の制定について 15生産第2306号

H15. 6.24
農林水産省組織の再編に伴う農林水産省生産局生産資材課関係の課長通 15生産第2310号

知の整備について

H15. 9. 9
食品衛生法等の一部を改正する法律（平成15年法律第55号）の施行に伴 15消安第1661号

う関係通知の発出等について

H15. 9.16
住宅地等における農薬使用について 15消安第1714号

H15.12.17
農薬取締法に基づく立入検査等に関する業務実施要領の制定について 15消安第2185号

H15.12.17
農薬取締法に基づく立入検査等に係る技術的助言について 15消安第4251号

H16. 2.24
国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針に 15消安第6401号

ついて

H16. 3. 1
特定防除資材（特定農薬）指定のための評価に関する指針について 15消安第6522号
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（３）独立行政法人に関する通知

年月日 事 項 備 考

H15. 7. 1 独立行政法人農薬検査所中期目標の指示 農林水産省指令15消安第22号

H15. 7.29 独立行政法人農薬検査所の中期目標を達成するための計画 農林水産省指令15消安第48号

（中期計画）の変更の認可

H15. 7.29 独立行政法人農薬検査所の業務方法書の変更の認可 農林水産省指令15消安第49号

H15.11.14 独立行政法人農薬検査所の業務方法書の変更の認可 農林水産省指令15消安第3296号

H16. 2.18 独立行政法人農薬検査所中期目標の指示 農林水産省指令15消安第5611号

H16. 2.19 独立行政法人農薬検査所の中期目標を達成するための計画 農林水産省指令15消安第5612号

（中期計画）の変更の認可

H16. 2.19 独立行政法人農薬検査所の業務方法書の変更の認可 農林水産省指令15消安第5613号
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Ⅱ 検査業務

1. 登録検査

(1) 農薬登録の概要

平成15農薬年度に登録された農薬は、3,358件で、その内訳は新規登録 201件、再登録1,530件、現に登録を受

けている農薬についての事項変更登録（適用拡大等）1,627件であった。前年度に比べると新規登録はやや減少、

事項変更登録は増加、再登録は増加であった。

新規登録された化合物（生物農薬を含む。以下同じ。）は19（殺虫剤8、殺菌剤5、除草剤5、植調剤1）であり、

これらの新規化合物を含む農薬は26種類（殺虫剤8、殺菌剤6、殺虫殺菌剤2、除草剤9、植調剤1）、32銘柄が登録

された。既登録化合物（生物農薬を含む。以下同じ。）の農薬は124種類（殺虫剤21、殺菌剤26、殺虫殺菌剤29、

除草剤42、植調剤2、その他4）、169銘柄が新たに登録された。これら124種類の農薬を既登録剤と同一剤型であ

るかどうか等の観点から類別すると新剤型9種類、新混合剤39種類、新製剤20種類、既製剤56種類であった。

新規登録された農薬の銘柄ごとの用途別件数は、殺虫剤34件（16.9％）、殺菌剤40件（19.9％）、殺虫殺菌剤

39件（19.4％）、除草剤80件（39.8％）、植調剤4件（2.0％）、その他4件（2.0％）であった。（第１表及び第

２表参照）

表１．農薬年度別登録件数

新

年 度

種 類

11 12 13 14 15 

規 登 録

殺 虫 剤

殺 菌 剤

殺 虫 殺 菌 剤

除 草 剤

農 薬 肥 料

殺 そ 剤

植物成長調整剤

そ の 他

登 録

計

登録事項変更登録

217(100.0) 

48 (22.1) 

41 (18.9) 

18  (8.3) 

105 (48.4) 

0 

0 (2.3) 

4 

1 

1,510 

1,727 

1,280 

226(100.0) 

34 (15.0) 

39 (17.3) 

25 (11.1) 

122 (54.0) 

2 

0 (2.6) 

4 

0 

1,648 

1,874 

1,301 

218(100.0) 

50 (22.9) 

41 (18.8) 

20 (9.2) 

95 (43.6) 

4 

0 (5.5) 

3 

5 

1,460 

1,678 

1,053 

208(100.0) 

79 (38.0) 

19 (9.1) 

46 (22.1) 

59 (28.4) 

1 

0 (2.4) 

1 

3 

1,358 

1,566 

1,112 

201(100.0) 

34 (16.9) 

40 (19.9) 

39 (19.4) 

80 (39.8) 

0 

1 (4.0) 

4 

3 

1,530 

1,731 

4,975 

1,627 

再

注: 平成15年９月末日現在 有効登録件数4,922 件

13、14、15農薬年度の３ケ年合計が有効登録件数と異なるのは、３ケ年の登録有効期間中に製造廃止された

農薬があることによる。

（ ）内は新規登録されたそれぞれの剤の割合（％）を示す。
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表２．新規登録農薬の内訳

Ａ 含有する有効成分数別登録件数 （銘柄数）

区 分 殺 虫 剤 殺 菌 剤 殺虫殺菌剤 除 草 剤 植 調 剤 そ の 他 計

単 剤

２  種 混 合

３ 種 混 合

４ 種 混 合

５  種 混 合

計

31 

3 

0 

0 

0 

34  

21 

18  

1 

0 

0 

40  

1 

32  

6 

0 

0 

39  

24 

15  

26  

15  

0 

80  

4 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

0 

1 

0 

0 

4 

84 

68  

34  

15  

0 

201  

Ｂ 類別登録件数 （種類数）

区 分 殺 虫 剤 殺 菌 剤 殺虫殺菌剤 除 草 剤 殺 そ 剤 植 調 剤 そ の 他 計

新規化合物 8 6 2 9 0 1 0 26 

新 剤 型 3 2 2 2 0 0 0 9 

新 混 合 剤 2  9  13  14  0  0  1  39  

新 製 剤 2  2  3  11  0  2  0  20  

新 単 剤 0 0 0 0 0 0 0 0 

既 製 剤 14 13 11 15 1 0 2 56 

計 29  32  31  51  1  3  3  150  

注：新 剤 型：有効成分が既に登録を受けている農薬の有効成分と同一で、剤型が既登録剤と異なる製剤。

新 混 合 剤：既に登録を受けている農薬の有効成分を新たな組合せで、２種類以上混合した製剤。

新 製 剤：有効成分が既に登録を受けている農薬の有効成分と同一で、かつ剤型も同一であるが、有効成

分含有量が既登録剤と異なる製剤。（「種類名」は既登録剤と同一となる。）

新 単 剤：有効成分が既に登録を受けている混合剤の一有効成分と同一であり、当該有効成分単独では初

めての製剤。

既 製 剤：既に登録を受けている農薬と有効成分、その成分含有量及び剤型が同一である製剤。

(2) 新規化合物の登録

平成15農薬年度には19の新規化合物が登録された。

これらの新規化合物の種類、有効成分の化学名等は第３表のとおりであり、適用病害虫及びその使用方法等の

概要は次のとおりである。なお、( )内の名称は商品名である。

「殺虫剤」

1) ボーベリアバシアーナ乳剤（ボタニガードＥＳ）

トマト・きゅうりのコナジラミ類、なすのアザミウマ類等を対象として散布する。

本剤は、昆虫病原菌Beauveria bassiana を有効成分とする微生物農薬であり、アリスタライフサイエンス

（株）が農薬登録を取得した。作用機作は有効成分の分生子が昆虫の体表面に付着後、発芽して表皮を貫通、

体内で増殖する結果、水分と養分を急速に奪われた標的昆虫が死に至ることによると考えられている。

2) ナミテントウ剤（ナミトップ）

なすのアブラムシ類を対象として放飼する。

本剤は、ナミテントウ成虫を有効成分とする天敵農薬であり、（株）キャッツ・アグリシステムズが農薬登

録を取得した。有効成分はナミテントウ成虫を増殖、飛翔能力を低下させたものであり、アブラムシ類を捕食

する。
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3)チャハマキ顆粒病ウイルス及びリンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス水和剤※（ハマキ天敵）

茶のチャハマキ、チャノコカクモンハマキを対象として散布する。

本剤はチャハマキ顆粒病ウイルス及びリンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルスを有効成分とする微生物農薬

であり、（株）アリスタライフサイエンスが登録を取得した。昆虫がウイルス顆粒体(包埋体)を食下すること

により腸管内でウイルス粒子を放出、感染が成立し、感染した個体は脂肪体が破壊され死に至る。

（※新規有効成分２種の混合剤）

4)アリガタシマアザミウマ剤（アリガタ）

なす・きゅうりのミナミキイロアザミウマを対象として放飼する。

本剤はアリガタシマアザミウマ成虫を有効成分とする天敵農薬であり、（株）アリスタライフサイエンスが

登録を取得した。有効成分アリガタシマアザミウマがミナミキイロアザミウマを捕食する。

5)デジェネランスカブリダニ剤（スリパンス）

なすのミナミキイロアザミウマを対象として放飼する。

本剤はデジェネランスカブリダニ幼虫及び成虫を有効成分とする天敵農薬であり、（株）アリスタライフサ

イエンスが登録を取得した。有効成分デジェネランスカブリダニがミナミキイロアザミウマを捕食する。

6)ミヤコカブリダニ剤（スパイカル）

いちごのハダニ類を対象として放飼する。

本剤はミヤコカブリダニを有効成分とする天敵農薬であり、（株）アリスタライフサイエンスが登録を取得

した。有効成分ミヤコカブリダニがハダニ類を捕食する。

7)スピロジクロフェン水和剤（ダニエモン、エコマイト）

かんきつのミカンハダニ、及びりんご・おうとうのナミハダニ等を対象として散布する。

本剤は（株）バイエルクロップサイエンスが登録を取得した殺ダニ剤である。作用機作はダニ類の成長・変

態における生育調整系を阻害すると推測されているが、詳細については未だ解明されていない。

「殺菌剤」

1) 金属銀剤（オクトクロス）

きゅうりの根腐病を対象として浸漬する。

本剤は（株）サトーセンが登録取得した水耕栽培用殺菌剤であり、布状の本剤を養液槽に浸漬して使用する。

作用機作については、微量の銀イオンが溶液中に溶出し、一連の作用の結果、銀と酸化銀や塩化銀の間で反応

が起こり、その際にＯＨラジカルが形成されることによる説、根に付着した銀と遊走子に付着した銀との相互

関係により、遊走子が根に接近できないことによる説等があるが、明確にはされていない。

2)シフルフェナミド水和剤（パンチョ）

麦類、ピーマン他のうどんこ病、ももの灰星病等を対象として散布する。

本剤は日本曹達（株）が登録取得した殺菌剤である。作用機作は胞子発芽や菌糸伸長に及ぼす影響が既存剤

と形態的に異なり、既存剤の耐性菌にも感受性菌と同様の活性を示すことから、新規の作用機構と考えられて

いる。

3)トリコデルマアトロビリテ水和剤（エコホープ）

稲のばか苗病他を対象として種子浸漬する。

本剤はクミアイ化学工業（株）が登録取得した種子処理用微生物農薬である。作用機作は本生菌体をイネ種

子に処理することにより、イネ籾の催芽から出芽を促す過程で本菌がイネ種子表面で大量に増殖し病原菌と競

合することにより病原菌の生育、増殖を抑制し、発病を制御するものと考えられている。
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4)チアジニル粒剤（ブイゲット）

稲のいもち病を対象として散布する。

本剤は日本農薬（株）が登録取得した浸透性殺菌剤である。作用機作はは明確には解明されていないが、い

もち病抵抗性稲品種に見られる抵抗性反応と本剤処理稲で観察された阻害とが非常に類似していたことから、

本剤の処理がいもち病抵抗性を誘導している可能性が示されている。

5)ズッキーニ黄斑モザイクウイルス弱毒株水溶剤（キュービオＺＹ）

きゅうりの萎凋症を対象として接種する。

本剤は（株）微生物化学研究所が登録取得した殺菌剤であり、苗に接種して使用する。本剤の作用機作は、

一般に知られている弱毒ウイルスに感染した植物体が、その同種あるいは近縁ウイルスの感染や増殖を抑制し

発病を免れるか、病害の程度が軽くなることによるが、詳細については未だ解明されていない。

「除草剤」

1) メコプロップＰカリウム塩液剤（スコリテック）

芝の一年生、多年生広葉雑草を対象として散布する。

本剤はビーエーエスエフアグロ（株）が登録取得した芝用除草剤であり、既登録の有効成分ＭＣＰＰの光学

異性体を分離したものである。作用機構は、雑草の茎葉より速やかに吸収され細胞分裂の盛んな組織に移行、

内生ホルモン（オーキシン）の正常な働きを攪乱、葉の黄色化に伴う光合成能力の低下を引き起こし、枯死に

至ると考えられている。

2) メタミトロン水和剤（ハーブラック）

てんさいの畑地一年生広葉雑草を対象として散布する。

本剤はバイエルクロップサイエンス（株）が登録取得した除草剤である。作用機作は、処理後植物の根部及

び葉を通じて植物体に吸収され、葉緑体に移行し、他のトリアジン系化合物と同様に光合成の光化学系Ⅱのヒ

ル反応を阻害すると考えられている。

3) ピリフタリド粒剤（アピロスター）

移植水稲の一年生雑草他を対象として散布する。

本剤はシンジェンタジャパン（株）が登録取得した除草剤である。作用機作はバリン、イソロイシンなどの

分岐鎖アミノ酸生合成過程における主要酵素のＡＬＳ（アセト乳酸合成酵素）を阻害することにより、植物の

生育抑制、黄化、新葉の展開異常などの症状をもたらし、枯死に至らしめると考えられている。

4) トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤（モニュメント）

芝の一年生雑草を対象として散布する。

本剤はシンジェンタジャパン（株）が登録取得した除草剤である。作用機作は分枝鎖アミノ酸の生合成過程

に関与する酵素の活性を阻害することでタンパク質合成が阻害され、生育停止・褐変等の症状を経て、最終的

には植物を枯死に至らしめる。

5) オキサジアゾン乳剤（ロンスター）

移植水稲、直播水稲の一年生雑草他を対象として散布する。

本剤はバイエルクロップサイエンス（株）が登録取得した除草剤である。作用機作は光合成色素合成に関わ

る酵素への阻害によるものであり、雑草発生前に散布することで除草活性を示す。

「植調剤」

1) プロヒドロジャスモン液剤（ジャスモメート）

りんご（つがる）の着色促進を目的に立木全面散布する。

本剤は日本ゼオン（株）が登録取得した植調剤で、植物ホルモンの一種として位置づけられるジャスモン酸

を母核としている。ジャスモン酸に由来する多面的な成長促進または抑制する作用が見出されているが、その

詳細な作用機構については充分には解明されていない。
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表３．15農薬年度（平成14年10月１日～平成15年９月30日）に登録された新規化合物

区分 種 類 商 品 名 新 規 化 合 物

の 化 学 名 会 社 名

登 録

年 月 日

剤 型

( 有効成分)

適 用 の 範 囲

殺 ボーベリアバ ボタニガード ボーベリア・バシ アリスタ 14.11.12 乳剤 トマト

シアーナ ＥＳ アーナＧＨＡ株 ライフサ （1.6×10 10 きゅうり

イエンス 個／ｍｌ） なす

（施設栽培）他

虫

ナミテントウ ナミトップ ナミテントウ成虫 キャッツ 14.11.26 成虫100頭 なす

アグリシ ／ 650mlカ （施設栽培）

ステムズ ップ

剤

チャハマキ顆 ハマキ天敵 チャハマキ顆粒病 アリスタ 15.03.20 水和剤 茶

粒病ウイルス ウイルス ライフサ 1×10 個／11 

イエンス ml 

リンゴコカク

モンハマキ顆

粒病ウイルス

ハマキ天敵 リンゴコカクモン

ハマキ顆粒病ウイ

ルス

アリスタ

ライフサ

イエンス

15.03.20 水和剤

1×10 個／11 

ml 

茶

アリガタシマ アリガタ アリガタシマアザ アリスタ 15.04.22 成虫50頭／ なす

アザミウマ ミウマ成虫 ライフサ 50ml きゅうり

イエンス （施設栽培）

デジェネラン スリパンス デジェネランスカ アリスタ 15.06.03 幼虫及び成 なす

スカブリダニ ブリダニ幼虫及び ライフサ 虫1000頭/1 （施設栽培）

成虫 イエンス 00ml瓶

ミヤコカブリ スパイカル ミヤコカブリダニ アリスタ 15.06.03 40頭/10ml イチゴ

ダニ ライフサ （施設栽培）

イエンス

スピロジクロ ダニエモン 3-(2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾆ バイエル 15.08.28 水和剤 かんきつ

フェン

エコマイト

ﾙ)-2-ｵｷｿ-1-ｵｷｻｽ 

ﾋﾟﾛ[4.5]ﾃﾞｶ-3-ｴﾝ 

クロップ

サイエン

(30%) 

水和剤

（※ダニエモン）

りんご

-4-ｲﾙ=2,2-ｼﾞﾒﾁﾙ ス (38%) おうとう

ﾌﾞﾁﾗｰﾄ （※エコマイト）

金属銀 オクトクロス 銀 サトーセ

ン

14.11.12 700mg／ ナ

イロン不織

きゅうり

（水耕栽培）

布1 枚(300m

m×1000mm) 

殺

シフルフェナ

ミド

パンチョ (Z)-N-[α-(ｼｸﾛﾌﾟ 

ﾛﾋﾟﾙﾒﾄｷｼｲﾐﾉ)-2,3 

-ｼﾞﾌﾙｵﾛ-6-(ﾄﾘﾌﾙｵ 

ﾛﾒﾁﾙ)ﾍﾞﾝｼﾞﾙ]-2-ﾌ 

ｪﾆﾙｱｾﾄｱﾐﾄﾞ 

日本曹達 14.12.24 水和剤

(10%) 

麦類

ピーマン

いちご

もも

他
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菌

トリコデルマ エコホープ トリコデルマ・ア クミアイ 15.01.28 水和剤 稲

アトロビリデ SKTトロビリデ - 化学工業 c（１×10８ 

剤 1  株 fu ｍｌ） / 

チアジニル ブイゲット 3'-ｸﾛﾛ-4,4'-ｼﾞﾒﾁ 日本農薬 15.04.11 粒剤 稲

ﾙ-1,2,3-ﾁｱｼﾞｱｿﾞｰ (12%) 

ﾙ-5-ｶﾙﾎﾞｷｻﾆﾘﾄﾞ 

ズッキーニ黄 キュービオＺ ズッキーニ黄斑モ 微生物化 15.05.07 水溶剤 きゅうり

斑モザイクウ Ｙ ザイクウイルス弱 学研究所 50(103.3ＩＤ 

イルス弱毒株 毒株ＺＹ９５ ／ バイア

ル)

メコプロップ スコリテック (R)-2-(4-ｸﾛﾛ-o-ﾄ ビーエー 14.10.17 液剤 芝

Ｐカリウム塩 ﾘﾙｵｷｼ)ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ 酸ｶ エスエフ (52%) 

ﾘｳﾑ アグロ

除 メタミトロン ハーブラック 4-ｱﾐﾉ-3-ﾒﾁﾙ-6-ﾌｪ バイエル 14.12.24 水和剤 てんさい

ﾆﾙ-1,2,4-ﾄﾘｱｼﾞﾝ- クロップ (70%) （移植栽培）

5(4H)-ｵﾝ サイエン

ス

草

ピリフタリド アピロスター (RS)-7-(4,6-ｼﾞﾒﾄ シンジェ 14.12.24 粒剤 移植水稲

ｷｼﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ-2-ｲﾙﾁ ンタ (1.8%) 

ｵ)-3-ﾒﾁﾙ-2-ﾍﾞﾝｿﾞ 

ﾌﾗﾝ-1(3H)-ｵﾝ 

剤

トリフロキシ

スルフロンナ

トリウム塩

モニュメント 1-(4,6-ｼﾞﾒﾄｷｼﾋﾟﾘ 

ﾐｼﾞﾝ-2-ｲﾙ)-3-［3 

-(2,2,2,-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｴ 

ﾄｷｼ)-2-ﾋﾟﾘｼﾞﾙｽﾙﾎ 

ﾆﾙ］ 尿素ﾅﾄﾘｳﾑ 塩

シンジェ

ンタ

15.07.07 水和剤

(72%) 

芝

オキサジアゾ ロンスター 5-ﾀｰｼｬﾘｰﾌﾞﾁﾙ-3- バイエル 15.08.28 乳剤 移植水稲

ン (2,4-ｼﾞｸﾛﾛ-5-ｲｿ 

ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼﾌｪﾆﾙ)-1, 

3,4-ｵｷｻｼﾞｱｿﾞｰﾙ-2 

クロップ

サイエン

ス

(12%) 直播水稲

(3H)-ｵﾝ 

植 プロヒドロジ ジャスモメー ﾌﾟﾛﾋﾟﾙ=(1RS,2RS) 日本ゼオ 15.04.11 液剤 りんご

調 ャスモン ト -(3-ｵｷｿ-2-ﾍﾟﾝﾁﾙｼ ン (5%) （つがる）

剤 ｸﾛﾍﾟﾝﾁﾙ)ｱｾﾀｰﾄ 
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(3) 登録検査に係る検討会の開催状況

登録検査における微生物農薬の評価及び農薬の使用時に係る安全性の評価をより適切に進めるため、学識経験

者から技術的助言を得る場として「微生物農薬検討会」及び「農薬使用時安全性検討会」を設置した。両検討会

の開催日及び検討対象農薬の概要は以下の表のとおりである。

表４．微生物農薬検討会の開催状況

開催回数 開催日 検討対象農薬件数

第１ 回 平成15年 6月27日 ２ 件

第２ 回 平成15年10月22日 ２ 件

第３ 回 平成16年 2月27日 ２ 件

表５．農薬使用時安全性検討会の開催状況

開催回数 開催日 検討対象農薬件数

第１ 回 平成15年 7月17日 ５ 件

第２ 回 平成15年11月13日 ７ 件

第３ 回 平成16年 3月 9日 ６ 件

注：上記の農薬の他に既登録農薬の使用上の注意事項についても検討した。
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2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況

農薬の登録検査については中期計画に基づいて平成6年度から平成10年度までの間に申請を受けた農薬の平均検

査期間を基準として1申請当たりの検査期間（＊）を5年以内で5％削減するよう指示されている。平成15年度におい

ては、目標としていた1申請当たりの検査期間を1％以上削減した。詳細は、次表のとおりである。
（＊）
：中期計画で示されているとおり検査過程で追加試験成績等の提出が必要な場合における当該追加試験成績等が提出されるまでの

期間及び登録申請された農薬の一日摂取許容量の設定に要する期間は、検査期間に含まない。

分類
検査指示＊ 

( 件)
検 査 終 了
( 件)

検査終了農薬の
平均検査期間

平成15  年度
目標検査期間

基準必要＊ 51 10 9. 7か月 11. 8か月

上記以外 通常検査

緊急検査＊ 

1,907 

147 

1,096 

140 

7.0 か月

1.3 か月

5. 6か月

＊

基準必要 ：農薬取締法 （昭和23年法律第82号。以下「法」という。） 第3条第1項第4号から第7号までのいずれかに掲げる場合に

該当するかどうかの基準の設定が必要な農薬
＊


検査指示 ：平成15年4月1日時点の検査未了農薬を含む。
＊


緊急検査 ：平成15年3月10日の農薬取締法の改正による緊急登録要望農薬。


詳細は、図1．及び2．のとおりである。


また、中期目標を達成するための措置が中期計画に定めてあるが、その達成状況は次のとおりであり、平成15

年度においては、目標を達成した。

①各試験項目の内容について、申請に当たりその過不足がないかのチェックリストを含めた申請の手引書の整

備、並びに申請者の要望に応じた登録申請前の事前相談の実施のうち、手引書については、農林水産省から

発出される予定の農薬登録申請書記載要領に合わせて、農薬登録申請書記載上の留意事項をまとめた資料を

発出すべく検討を終了した。また、事前相談として新農薬ヒアリングを4回（計4剤）実施した。

②検査内容の高度化・複雑化に対応するための検査マニュアルの見直しについては「検査マニュアル(案)」

を取りまとめ、①の『農薬登録申請書記載要領』に合わせて施行の予定である。

③「検査進行管理表」に基づき各検査の進行状況を点検・分析し、検査の迅速化を図ることについては、

「検査進行管理表」は毎月2回作成し、その結果を踏まえ、検査進行管理会議を3月毎（5、8、11、2月）に行

うことにより検査進行状況の定期的点検及び検査の遅延の要因を把握し、迅速化に努めた。

④検査を行う上での毒性及び残留性等に関する高度の専門知識を習得するための研修への参加等による職員

の資質向上については、検査所外の研修に3名の職員を参加させ、また検査所内において計7回（のべ31名）

の研修を実施し、これにより職員の資質向上を図った。詳細は、表６及び表７のとおりである。

表６．検査所外研修 （受講者は各研修とも1人ずつ。 ）

研 修 名 場 所 期 間

技術協力専門家養成研修(第１回) 国際協力研修所 H15. 6.16～ 8. 8 

専門技術（毒性）研修 国立医薬品食品衛生研究所 H15. 9.16～12.12 

農薬の残留分析に係る技術研修 (財)日本食品分析センター H15.10.14～12.12 
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表７．検査所内研修

研 修 項 目 内 容 期 間 人数

新任者研修 新任職員に対する業務概要説明及び知識

の付与

H15. 4.17～ 4.18 4人

基礎技術研修

（水生生物毒性試験実習）

オオミジンコを用いる急性遊泳阻害試験 H15. 10.14～10.17 5人

基礎技術研修

（製剤分析

（有効成分の分析））

GC,LC分析概要/GC,LC分析実習/ﾃﾞｰﾀ処理 H15.12. 8～12.11 4人

基礎技術研修

（残留分析実習）

GC,LC分析概要/GC,LC分析実習/ﾃﾞｰﾀ処理 H15.12.16～12.18 2人

基礎技術研修

（ＧＬＰ基礎研修）

ＧＬＰに関する基礎知識を得る H16. 1.29～ 1.30 9人

基礎技術研修

（毒性試験概要講習）

農薬の安全性評価について H16. 2. 5～ 2. 6 4 人

基礎技術研修

( 走査電子顕微鏡操作実習）

走査電子顕微鏡の操作方法を実習する H16. 3.25～ 3.26 3人
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＊
図1．効率化目標（基準必要 農薬の登録検査期間）

平成15年度（検査終了）
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＊
図2．効率化目標（基準必要 農薬以外の登録検査期間）

平成１５年度（検査終了）
目標5.6ヶ月　　平均7.0ヶ月
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3．国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標の達成状況

農薬検査所は、独立行政法人移行後は中期計画において、農薬の登録検査について、行政手続法（平成5年法律

第88号）第6条に基づき定められた標準処理期間（1年6月）内に登録できるよう、次の期間（＊）内に検査を終了さ

せることとしている。平成15年度においては、次表に示すとおり期間内にほぼ全農薬の検査が終了した。

①	 基準設定が必要な農薬の検査については1年5か月以内

②	 ア以外の農薬の検査については11か月以内


期間（＊）：2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況と同じ。


検査指示＊ 

( 件)

検査終了

( 件)

検査終了農薬の

目標達成件数（達成率）

基準必要＊ 51 10 10 (100％） 

上記以外 通常検査

緊急検査＊ 

1,907 

147 

1,096 

140 

1,051 ( 96％） 

140 (100％） 

＊

基準必要 ：2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況と同じ。

＊

検査指示 ：2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況と同じ。

＊

緊急検査 ：2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況と同じ。

詳細は、図３．及び４．のとおりである。

また、近年、天敵等の生物農薬の実用化の促進が求められている中で、登録検査体制の充実等による一層の迅

速化を図ることとしている。このような中で、平成15年度については、次表に示すとおり迅速な登録検査を行っ

たところである。

検査指示＊ 

( 件)

検 査 終 了

( 件)

検査終了農薬の

平均検査期間

平成15 年度目標

検査期間

生物農薬 17 14 6.4か月 8.1か月

＊

検査指示 ：上記のとおり。

平成15年度目標検査期間：平成6～10年度の生物農薬の平均検査期間は8.6ヶ月であり、5年間で10％削減を目標

としていることから、平成15年度については６％削減。

上記目標を達成するため、中期計画において以下の措置を行うこととしている。

①～④については、2．業務運営の効率化に関する目標の達成状況の①～④を参照。なお、生物農薬の申請につ

いては、検査体制を充実することによる当該農薬の検査の迅速化を図ることとされており、微生物農薬検討会

を3回開催し（6、10、2月）、検査体制の充実を図った。
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＊
図3．サービス向上化目標（基準必要 農薬の登録検査期間）
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＊
図4．サービス向上化目標（基準必要 農薬以外の登録検査期間）

緊急検査分（平成14  年度（検査終了））
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Ⅲ 付帯業務
1．農薬ＧＬＰ基準に係る適合確認

（1）概要

農薬のＧＬＰ（Good Laboratory Practice）制度は、農薬の登録申請にあたって提出される毒性に関する試験

の適正実施を確保するために、昭和５９年（1984年）に毒性試験に導入されてから１８年が経過した。平成９年

８月には微生物農薬の登録申請に係るヒトに対する安全性試験が、平成１１年１０月には農薬の物理的化学的性

状試験が、平成１３年２月からは生体内等運命試験及び水産動植物への影響に関する試験がＧＬＰの適用対象と

して拡大されてきたところである。

従来は外国の試験施設からもＧＬＰ確認申請書の提出を求めていたが、平成１２年１２月に「農薬の毒性に関

する試験の適正実施について」（平成１１年１０月１日付け11農産第6283号農林水産省農産園芸局長通達）が一

部改正され（平成１２年１２月６日付け12農産第8628号農林水産省農産園芸局長通知）、ＯＥＣＤ（経済協力開

発機構）のＧＬＰ基準に準拠している試験施設で、かつ当該国の査察当局により適合確認がされている場合には、

確認申請書の提出は不要になった。

また、平成１３年４月から独立行政法人として発足したことに伴い、ＧＬＰ適合確認申請書は農薬検査所を経

由して農林水産省消費・安全局長へ提出され、施設への査察は、局長からの要請を受けてから実施することとな

った。

このような状況のもと、平成１５年度は国内の合計２０試験施設から適合確認申請書が提出された。その内訳

は、毒性試験を実施する施設が１０施設、物理的化学的性状試験を実施する施設が９施設、水産動植物試験を実

施する施設が６施設、生体内等運命試験を実施する施設が４施設（各々重複を含む）であった。

一方、試験施設への査察は、局長からの要請に基づき国内の２０試験施設に対し査察を実施し、その試験の種

類別の内訳は毒性試験を実施する施設１０、物理的化学的性状試験を実施する施設９、水産動植物試験を実施す

る施設５、生体内等運命試験を実施する施設４（各々重複を含む）であった。各々査察結果については消費・安

全局長に報告した。

過去３年間の査察実施状況は次の表のとおりである。

国 内 試 験 施 設

年度 確認申請受理試験施設数 査察実施施設数

施設数 項 目 内 訳 施設数 項 目 内 訳

毒 性 物化性 水 生 運 命 毒 性 物化性 水 生 運 命

13  20  8  6  9  6  17  6  6  8  4  

14  14  8  8  3  1  17  9  7  4  3  

15  20  10  9  6  4  20  10  9  5  4  

計 54  26  23  18  11  54  25  22  17  11  

（2）業務運営の効率化に関する目標達成状況

ＧＬＰの適合確認については、中期計画に基づいて平成７年度から１１年度までの間にＧＬＰ適合確認された

ものの平均処理期間を基準として、申請から適合確認がなされるまでの１件当たりの処理期間を５年以内で５％

削減することとされている。

平成１５年度処理期間については、平均処理期間は４７日となり、目標としていた２％削減、61.1日を達成し

た。

さらに、この中期目標を達成するための措置を中期計画に定めてあるが、その達成状況は次のとおりであり、

15年度に揚げた目標は達成したと判断する。

①ＧＬＰ適合確認申請書に関する手引き書の作成については、ＧＬＰに関する各省連絡会議で検討した結果を

受けて、「農薬ＧＬＰ適合確認に係る資料作成要領」の制定について（平成16年3月31日農林水産省消費・安

全局農産安全管理課長通知）が発出された。

②ＧＬＰ査察のためのマニュアル作成については、平成１４年度に作成した査察マニュアルを実際の査察時に

活用し、その内容について検討、精査している。

③ＧＬＰ審査・査察を行う上での各種実験方法に関する高度の専門知識及び経験を取得するための研修や実地

査察への参加等による職員の資質向上としては、２０回の査察のうち９回について、研修査察員を計９名同
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行させ実地研修を行った。また、外部機関が主催するＧＬＰに関する研究会等に4名を参加させ、査察員の資

質の向上を図った。

研究会等への参加状況及び処理期間の詳細は次のとおりである。

表８．出席した研修会等

研 修 名 主 催 者 期 間 参加人数

日本ＱＡ研究会総会

第９回ＧＬＰ研修会

ＧＬＰを巡る最近の動向

医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構

H15.6.6 

H15.9.16 

1 人

3人

図５． 要請から報告までの期間
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目標61.1 日

（3）国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する目標の達成状況

中期計画において、農薬ＧＬＰ適合確認の迅速化のため、査察実施後6週間以内にＧＬＰ適合確認の結果を国に

報告すると設定しているが、期間内に全施設の報告を終了し、目標達成率は100％となった。（18施設）

また、中期計画には、次の措置を講じることとしているが、それぞれの達成状況は次のとおりであった。

①ＧＬＰ査察のためのマニュアル及びＧＬＰ審査・査察を行う上での各種実験方法に関する高度の専門知識及

び経験を取得するための研修や実地査察への参加等による職員の資質向上については、(2)の②、③を参照の

こと。

②査察実施後3週間以内に査察結果を取りまとめ、迅速な評価を行うために検査所に設置する評価会議の適時開

催については、3週間以内の開催を設定しているが、全施設について、期間内に処理し、目標達成率は100％

となった。（18施設）

詳細は次の図６.及び７．のとおりである。

図６． 査察から報告までの期間
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図７．査察から評価会議までの期間
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2．調査研究

(1) 農薬の土壌中での移行性評価試験の検討

①湛水／非湛水条件の比較

波崎土壌、栃木土壌、鶴ヶ島土壌、小平土壌を用い、物理化学的性質の異なるアトラジン、シマジン、ジメト

エート、ダイアジノン、プロフェノホス、ブロマシル、メタラキシル、メトラクロールの８農薬（小平土壌につ

いては、アセフェート及びＭＥＰを追加した１０農薬）を供試し、湛水条件および非湛水条件でのカラムリーチ

ング試験を行った。その結果、カラム第１層（最上層の５ｃｍ）の土壌水分は、湛水条件の方がわずかに大きか

ったが、カラム第２～６層の土壌水分は両者の間でほぼ同じであった。移動度は、一部の土壌において湛水条件

の方が非湛水条件より大きな値を示したが、ＲＭＦ（相対的移動指数）は湛水条件と非湛水条件で違いは認めら

れなかった。

また、湛水条件では水深を変えて試験を行ったところ、移動度は湛水４ｃｍの方が湛水０ｃｍより小さな値を

示したが、ＲＭＦでは水深の違いによる影響はみられなかった。

物質収支には、湛水条件と非湛水条件あるいは水深の違いによる差は認められなかった。

②農薬の土壌中での安定性

８農薬を前述の４土壌に添加し、カラムリーチング試験期間に相当する２日間、湛水条件下２５℃暗所に保存

し、農薬の安定性を測定した。その結果、波崎土壌、栃木土壌、鶴ヶ島土壌ではプロフェノホスのみに分解がみ

られたが、小平土壌では農薬の分解はみられなかった。

③分析操作中における農薬の安定性

土壌中の農薬を定量する際の農薬の安定性を調べるため、農薬を添加した小平土壌に抽出溶媒を添加して５℃

あるいは２５℃で７日間保存及び同溶液をろ過したろ液として５℃で７日間保存し、保存後の農薬濃度を測定し

た。その結果、いずれの条件においても農薬の減衰はみられなかった。

④土壌の種類及び充填密度の違いによる臭素イオンの溶出

前述の４土壌に、カラム中での水の動きを追跡する指標としての臭化カリウムを添加してカラムリーチング試

験を行い、浸透水中の臭素イオンを定量した。波崎土壌については、振動を加えた場合と加えない場合、あるい

は、湛水条件と非湛水条件での試験を行った。（一部試験中）。

波崎土壌を用いた場合の臭素イオンの溶出幅（溶出開始から終了までの時間）は振動を加えた場合の方が狭か

ったが、溶出開始時間はほぼ同じであった。湛水条件と非湛水条件における臭素イオンの溶出状況はほぼ同じで

あった。
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⑤湛水中濃度及びカラム第１層中の農薬分布

湛水条件と非湛水条件で実施した試験において、カラム内での農薬の分布に違いがみられたことから、８農薬

の４土壌中での挙動を調べるため、①湛水条件における湛水中濃度、②湛水条件あるいは③非湛水条件における

カラム第１層中の分布を測定した。

①湛水条件で試験を実施し、６時間後または２４時間後に湛水を採取、水中の農薬濃度を測定した。その結果、

水中濃度は経時的に減衰し、有機炭素含量の低い土壌ほど水中濃度が高かった。

②湛水条件で試験を実施し、カラム第１層土壌を採取し、０～２．５ｃｍ（上層）と２．５～５ｃｍ（下層）

の層に分割し、さらに、内側と外側に分けて土壌中濃度を測定したところ、上層・下層とも、内側と外側の

濃度に大きな違いはなかった。

③－１ガラスフィルター（直径４ｃｍあるいは５ｃｍ）を土壌の上に置き、非湛水条件で試験を実施し、②と

同様、上層・下層、内側・外側の４分画に分けて濃度を測定したところ、上層・下層とも、外側の濃度が高

かった。

③－２ろ紙製円すい（底部径４．５ｃｍあるいは５ｃｍ）を土壌の上に置き、非湛水条件で同様に試験を実施

したところ、上層・下層とも、外側濃度が高かった。

⑥カラムへの水の滴下方法の検討

海砂を充填した内径５ｃｍのカラムに水溶性色素を添加した後に水を流し、海砂上部に設置したフィルター等

の大きさ、水の滴下方法及び拡散方法を変えて色素の溶脱を測定した。

海砂の上に直径４ｃｍのガラスフィルターを置いて非湛水条件で給水した場合、色素はフィルター部分のみ溶

脱した。ろ紙で作成した底部径５ｃｍの円すいあるいは５ｃｍのフィルターを置いて非湛水で給水した場合、色

素は全面から溶脱した。湛水条件で給水した場合も色素は全面から溶脱した。

⑦ライシメーターにおける浸透水量の測定

水田２土壌、畑地２土壌をそれぞれ充填したライシメーター（２ｍ×２ｍ）において、潅漑水量、浸透水量の

日別データを測定した。併せて、当所近傍のアメダスデータ（府中）における降水量データを収集した。

(2) 農薬中有害副成分の分析技術の研究

中期計画に基づき、農薬中のダイオキシン類の分析技術の検討を行った。

①GC－MS測定条件等に関する検討

ダイオキシン類の標準品を用いて、高分解能二重収束型ガスクロマトグラフ質量分析計（GC－MS）測定条件の

検討を行った結果、各ダイオキシン類を分離測定できる条件を確立できた。しかしながら、感度が不安定で再現

性も十分ではなかった。この原因は、分析機器室の温度が不安定なことによると考えられた。なお、分析機器室

の温度を安定に保った条件で測定したところ、検量線の直線性は良好であった。

②分析操作に関する検討

・シリカゲルカラムクロマトグラフィーの検討

１３Ｃラベルのダイオキシン類を使用してシリカゲルカラムによる分画試験を実施した。ダイオキシン類（Ｐ

ＣＤＤｓ、ＰＣＤＦｓ及びＣｏ－ＰＣＢｓ）を負荷し、ヘキサン２００ｍｌを溶出させ、５０ｍｌ毎に分画した。

その結果、ダイオキシン類は最初の５０ｍｌにすべてが溶出した。

・アルミナカラムクロマトグラフィーの検討

１３Ｃラベルのダイオキシン類を使用してアルミナカラムによる分画試験を実施した。ＰＣＤＤｓ及びＰＣＤ

Ｆｓを負荷し、２％(v/v)ジクロロメタン含有ヘキサンを１００ｍｌ溶出させ、分画した。引き続き５０％(v/v)

ジクロロメタン含有ヘキサン２００ｍｌを溶出させ、５０ｍｌ毎に分画した。その結果、ＰＣＤＤｓ及びＰＣＤ

Ｆｓは５０％(v/v)ジクロロメタン含有ヘキサンの最初の５０ｍｌ分画に全て溶出した。次にＰＣＤＤｓ、ＰＣＤ

Ｆｓ及びＣｏ－ＰＣＢｓを負荷し、５％(v/v)ジクロロメタン含有ヘキサン２００ｍｌを溶出させ、５０ｍｌ毎に

分画した。その結果、Ｃｏ－ＰＣＢｓが０～１５０ｍｌの画分に溶出し、ＰＣＤＤｓ及びＰＣＤＦｓは全ての画

分に溶出しなかった。

以上の結果から、アルミナカラムでは、５％(v/v)ジクロロメタン含有ヘキサン１５０ｍｌを溶出させＣｏ－Ｐ

ＣＢｓの溶出画分とし、引き続き５０％(v/v)ジクロロメタン含有ヘキサン１００ｍｌ溶出させＰＣＤＤｓ及びＰ

ＣＤＦｓの溶出画分とした。（継続中）
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・クデルナ・ダニッシュ濃縮器を使用した濃縮作業の検討

クデルナ・ダニッシュ濃縮器（KD管）を使用した窒素気流下における濃縮作業の検討を実施した。その結果、

窒素気流が強いとダイオキシン類の回収か悪くなり、飛散していると考えられた。また、管の中央に気流を導入

しないと溶媒が速やかに揮発しないことがわかった。

（3）その他

①農薬環境検査課

○農薬に使用されるアルキルフェノール誘導体及びその分解生成物の分析法及び環境中での挙動に関する検討

農薬の補助成分等に広く使用されているノニルフェノールエトキシレート（NPnEO）やオクチルフェノールエト

キシレート（OPnEO）の分解物であるノニルフェノール（NP）やオクチルフェノール（OP）は内分泌攪乱物質の可

能性が指摘されていることから、これらの環境中における運命を明らかにするための調査研究を行っている。今

年度は、HPLCを利用した最適な検出条件を確立するため、各化合物の蛍光発光特性について検討すると共に、分

解性に関する基礎的知見を得るため、水中光分解性試験を実施した。

水を50%含むﾒﾀﾉｰﾙ(MeOH)、ｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ(ACN)、ﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾗﾌﾗﾝ（THF）に溶解したNP及びNPnEOの蛍光スペクトルを測定

したところ、いずれの溶媒においても励起波長225nmと275nmで蛍光強度(315nm)が極大となるスペクトルを示した

が、THFを用いた場合の蛍光強度は、他の溶媒を用いたときよりも強くなった。さらに、各同族体の蛍光強度を比

較したところ、溶媒にかかわらず、励起波長275nmの蛍光強度（315nm）は、励起波長225nmの場合に比べ弱くなっ

たが、モル濃度に対するレスポンスは、ＥＯ付加数に影響を受けずにほぼ同一となり、この条件で同族体の混合

物ピークの検出を行えば、各同族体の合計モル濃度として定量できるようになることが分かった。

人工光源（キセノンランプ）を用いて、NP1EO,NP1EC、NPを供試し、純水と自然水（滅菌水田水）を用いて試験

を行った結果、３化合物とも純水に比べ自然水中での分解が速く、間接光分解が寄与していることが明らかにな

った。純水中と自然水中での分解速度の比はNPで9.5、NP1ECで7.7、NP1EOで1.5で、NPでの増感作用は特に大きか

った。自然水中でのNP1ECの水中光分解では、減少したNP1ECの分子数に相当する分子数のNPの生成が見られ、NP

1ECの自然水中における光分解は、NPを中間生成物とする逐次反応である可能性が示唆された。

②農薬残留検査課

○地域特産食用農作物の栽培実態調査

平成１４年の農薬取締法の改正に伴いグループ登録した農作物名（豆類（種実）、なばな類等）に属する地域

特産食用農作物の栽培実態を把握するため、都道府県に対してアンケート調査を行った(42都道府県から回答があ

った）。今回の調査では、きだちとうがらし、山形みどりな及びかほくなの３作物については、農薬の使用実態

が確認できなかったが、その他の作物については栽培時期、収穫時期及び食用部位等の基礎情報が得られた。ま

た、今回の調査対象以外であって既存のグループに属すると思われる農作物についても多数の情報が得られた。

③有用生物安全検査課

○農薬の甲殻類に対する影響の検討

農薬の甲殻類に対する影響を検討する際の基礎資料を得る目的で、オオミジンコ、ヌカエビ及びミナミヌマエ

ビを用いて、３農薬に対する急性毒性試験を行い、４８時間の半数遊泳阻害濃度（オオミジンコ）と４８時間の

半数致死濃度（ヌカエビ、ミナミヌマエビ）を比較することにより、種間での農薬に対する感受性の相違につい

て検討した。

その結果、有機リン系農薬に対する影響は、オオミジンコ＝ヌカエビ＞ミナミヌマエビの順で強く、オオミジ

ンコとヌカエビは同等で、オオミジンコとミナミヌマエビでは約３倍の差であった。また、カーバメート系農薬

（Ａ）及び（Ｂ）に対する影響は、オオミジンコ＞ヌカエビ＞ミナミヌマエビの順で強く、前者は、オオミジン

コとヌカエビで約９倍、ミナミヌマエビとは約２０倍の差があり、後者ではオオミジンコとヌカエビで約７倍、

ミナミヌマエビとは約１７倍の差があった。これらのことから、ヌカエビ及びミナミヌマエビと比較して、オオ

ミジンコの農薬に対する感受性は、同等或いは高いと考えられた。

○農薬の藻類に対する回復性試験方法の検討

農薬はその対象とする作物により散布時期があり、一定期間にのみ散布される。この散布により影響を受けた

生物は一定期間を経た後に回復する可能性がある。藻類生長阻害試験では必要に応じて生長阻害が認められた場

合に回復性試験を行うこととされているが、具体的な手法については示されていない。このため、定量的な回復
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性試験方法について検討する。

今回の調査研究では、回復性があるかないか定性的にみるのではなく、農薬の濃度によって回復速度の違いを

定量的に測定する試験方法を検討した。

比較的濃い複数の濃度区の農薬に曝露した後に遠心・洗浄を行い新鮮な培地で再培養し、回復速度をコントロ

ールと比較した。その結果、曝露した農薬の濃度によって回復速度の違いが認められ、半数回復濃度（REC50)を

算出することが出来た。

曝露時間や回復時間を様々に変えてみたところ、ブタクロールを用いた試験では、少なくとも面積法による計

算ではREC50値に曝露時間及び回復時間を様々に変えても大きな違いは認められなかった。曝露時間、回復時間を

７２時間にした場合は面積法による結果（REｂC50）と速度法による結果（REｒC50）に大きな違いは認められな

かった。

数種の農薬で７２時間の曝露・回復でREC50値を調査した。農薬の種類によりREC50値はさまざまであった。

④成果の発表及び広報

!発表者：有用生物安全検査課 山崎 尚人


題 目：農薬の藻類に対する回復性試験方法の検討


誌 名：日本農薬学会第29回大会（2004.3）


"	発表者：調査研究課 渡辺 高志、岩船 敬

題 目：農薬の地下浸透性評価試験方法の検討（第２報）－土壌カラムへの水の添加方法について－

誌 名：日本農薬学会第29回大会（2004.3）

#	発表者：渡辺 高志


題 目：大気中の農薬濃度の動態予測における面源プルームモデルの検証


誌 名：環境化学（14巻1号､2004）


3．情報収集等

中期計画において農薬の品質の適正化及び安全性の確保を図るとともに、農薬の検査を適切に行うため、国内

外の主要農薬ごとの文献情報等を積極的に入手し、情報の分類・整理を行うこととされている。

平成１５年度においては、次表のとおり内容毎に分類・整理を行った。

モ ノ グ ラ フ 、 文 献 の名称 分

類

保 存課

室

｢  平成 14  年度内分泌攪 乱化学物質等の作用 ﾒｶﾆｽ ﾞﾑ  の解明等基礎的

研究 ｣研 究 発 表会 発 表要旨集 主催 (財 )日 本 公 衆衛生協会

毒

性

毒性検

査課

免疫化学 測定法研究会 第 8回 学 術集会 講演要旨集 主催免 疫

化学測定 法研究会

CHEM ICAL  REGULAT ION  REPORTER  Vo l . 2 7 ,  28  

PEST IC IDE  AND  TOX IC  CHEM ICAL  NEWS  Vo l . 3 1 ,  32  

中毒研究 Vo l . 1 6 ,  17  

日本農村 医学会雑誌 Vo l . 5 1 , V o l . 5 2  

第 30  回日 本 ﾄｷｼｺﾛｼ ﾞｰ  学会学術年 会

第 3回 IETｾﾐﾅｰ｢  神経毒性試 験 ｣ 資 料 主 催 (財 )残 留 農 薬 研究所

農薬用保 護 マ ス ク 研 究 会 15 . 9 . 5  

第 9回 GLP  研修会資料 主催 :医 薬 品 副作用被害救 済 ･  研究振興 調査

機構 15 . 9 . 1 6

第 52  回日 本農村医学会／農薬 中毒臨 床例研究班会議 資 料 15 . 1  

0 . 9 - 1 0  

EHC  224  ～ 229  6冊 WH  O発 行
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Pes t i c i d e Re s i d u e s i n f o o d  200 1 EVALUAT IONS PART1  RES IDUE  

S ( I PCS )  

Pes t i c i d e  Res i d u e s  i n  f o o d  EVALUAT IONS  PARTⅡ  Tox i c o l o g i c a l  

2000-2002  3  冊 ( IPCS )

残 留 農 薬 研究所事業報告会 16 . 3 . 5

第 27  回安 全対策委員会 (日 く ん 協 )16 . 2 . 2 7

新 し い 時 代 の化学物 質管理 と 事 故 ･災 害 防 止対策 16 . 1 . 2 9

大 気 環 境 学会誌 Vo l . 3 8  NO . 3 - 6  、 Vo l . 3 9 NO . 1ｰ2  環

境

農薬環

境検査

課

水環境学 会誌 Vo l . 2 6  NO . 4 -1 2  、 Vo l . 2 7 NO . 1 - 3  、 Vo l . 3 8 NO . 1 -3  

Wa te r  Resea r c h  Vo l . 3 7  NO . 7- 20  、 Vo l . 3 8 NO . 1 -3  

Chemosphe r e  Vo l . 5 1  NO . 1 -10  、 Vo l . 5 2 NO . 1 - 1 0  、 Vo l . 5 3 NO . 1 -1 0  、 V

o l . 5 4  NO .1 - 1  1、 Vo l . 5 5 NO . 1 - 3  

Env i r o nmen t a l  Sc i e n ce  &  Techno l o g y  Vo l . 3 7  NO . 7- 2  4、 Vo l . 3 8 NO .  

1- 4  

第 3回 有 機化学物質研 究会資料

第 20  回農 薬環境動態研究会資 料

（ 化 学 物質 が生態系 に及ぼ す影響の評価法 ： 現 状 と 問 題 点 ）

2003  年農 薬環境科学研究会 ･ﾚｷ ﾞ ｭﾗﾄﾘｰｻｲｴﾝｽ  研究会合同 ｼﾝﾎ ﾟｼ ﾞｳﾑ

講 演 集 （ 日 本 農薬学会 ）

第 26  回農 薬残留分析研究会講 演要旨 （  日本農薬学会 ）

公 開 ｾﾐﾅｰ  資料 （ 「 安 全 で 多 彩 な 食生活 を 目指 し て 」 ﾏｲﾅｰ  作物の 農薬

登録問題 を考 え る ） （ 千 葉 大 学園芸学部 ）

生 態 影響 と 評 価 に 関 す る セ ミ ナ ー 2003  講演要旨 有用生

物安全

検査課

第 9回 日 本環境毒性学 会 ・ バ イ オ ア ッ セ イ 研 究 会合同研究発表会 講

演要旨

水環境学 会誌第 26  巻 11  号 (2003 ) ﾋ ﾒﾀ ﾞ ｶ  仔 魚毒性試験方法の開 発 と 8

種 の 代 表 的農薬への適用

Ana l y t i c a l  Chem i s t r y ,  Vo l . 7 5  No3-24 ,  Vo l . 7 6  No . 1 -4  品

質

化学課

Pes t  Mana gemen t  Sc i e n c e ,  Vo l . 5 9  No . 4 - 11  

化学 と 工 業 （ 日 本 化学会 ） Vo l . 5 6 No4-12 ,  Vo l . 5 7  No . 1 -3  

ぶ んせ き （ 日 本 分 析化 学会 ） 2003 No . 4 -1 2 ,  2 0 04  N0 . 1 - 3  

分析化学 （ 日 本 分析化学会 ） Vo l . 5 2 No . 4 -12 ,  Vo l . 5 3  No . 1 - 3  

C IPAC  Gu i d e l i n e s  f o r  t h e  de s i g n  o f  c h r oma t o g r a p h i c  an a l y t i c a l  

me t hod s  i n t e n d ed  f o r  co l l a b o r a t i v e  s t u d y  

I n s t r u c t i o n s  f o r  wr i t i n g  C IPAC  me t hod s  

C IPAC  Gu i d e l i n e s  on  me th od  v a l i d a t i o n  t o  be  pe r f o rmed  i n  s upp  

o r t  o f  an a l y t i c a l  me t hods  f o r  a g r o chem i c a l  f o rmu l a t i o n s  

C IPAC  Gu i d e l i n e s  f o r  Co l l a b o r a t i v e  S tud y  P rocedu r e s  f o r  Asse s s  

men t o f  Pe r f o rmance  o f  Ana l y t i c a l  Me thod s  

C IPAC  i n f o rma t i o n  s hee t  No . 2 3 6～  239  

C IPAC  Gu i d l i n e s  :  Ex t e n s i o n  o f  t h e  s coe r p e  o f  me th od s  
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C IPAC  番号 一 覧 （ 製 剤 、 イ オ ン 、 エ ス テ ル ）

C IPAC  ハ ン ド ブ ッ ク イ ン デ ッ ク ス

CIPAC  20 02  年評価進 捗状況

In t e r n a t i o n a l  Code  o f  Conduc t  on  t h e  D i s t r i b u t i o n  a n d  Use  o f  P  

e s t i c i d e s  ( FAO )  

Pes t i c i d e  Spec i f i c a t r i o n s  ( FAO/WHO  Jo i n t  Mee t i n g  on  Pes t i c i d e  

Spec i f i c a t i o n s )  

Ma l e i c  Hyd r a z i d e  F  AO概 説

化 学品の 分類及 び表示 に関 す る 世 界調和 シ ス テ ム （ 国 連 出版物 和

訳 ）

化 学 物質 分類 と 表 示 （ 国 連 ）

実 用 分 光 法 シ リ ー ズ 赤外分光法

実用分光 法 シ リ ー ズ 近赤外分光 法

JIS  ハ ン ド ブ ッ ク プ ラ ス チ ッ ク ２ ２ ０ ０ ４  年 版

JIS  ハ ン ド ブ ッ ク 化 学 分析 ２ ０ ０ ４ 年 版

JIS  ハ ン ド ブ ッ ク 試 薬 ２ ０ ０  ３ 年 版

JIS  ハ ン ド ブ ッ ク 包 装 ２ ０ ０  ３ 年 版

化 学便覧 基礎編改訂 ５ 版

第 ６ 版 化 学便覧応 用化学編

改訂 5版 分 析化学便覧

化学 で 使 う 量 の 単位 と 記 号

14504  の化学商品

環境分析 セ ミ ナ ー （ LC-MS )  要旨

食品安全 性分析技術 セ ミ ナ ー 要 旨

イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー 特 別 学術講演要 旨

カ ラ ム の基 礎 と 最 新 ア プ リ ケ ー シ ョ ン テ ク ニ ッ ク セ ミ ナ ー 資 料

2003  分析 展資料 （ 各 種 分析機器 等の現状調査 ）

第 23  回農 薬製剤 ・ 施 用 法 シ ン ポ ジ ウ ム 講演要旨集

化学物質 評価研究機構 ク ロ マ ト セ ミ ナ ー 要 旨集

"The  f u t u r e  o f  LC/MS"  ウ ォ ー タ ー ズ セ ミ ナ ー 講 演資料

第 １ ３ 回 近 赤外研究会講 演要旨集 （ 独 立 行政法 人食品総合研究所 ）

科 学 72  巻 4-12  号 ， 73  巻 4-6  号 効

果

・

薬

害

生物課

今月の農 業 47  巻 4-6  号

雑草研究 48  巻 1-2  号

生物科学 54  巻 4号

日 本応用 動物昆虫学会誌 47  巻 2  号

日本植物 病理学会報 69  巻 2号

日 本土壌 肥料学雑誌 74  巻 2号

日 本農芸 化学会誌 77  巻 4-6  号

農業及 び園芸 78  巻 1-6  号

Anna l s  o f  App l i e d  B i o l o g y  Vo l . 1 4 2  No . 2 - 3  

App l i e d  En t omo l o g y  &  Zoo l o g y  Vo l . 3 8  No . 2  

Bu l l e t i n  o f  t h e  En t omo l o g i c a l  Sc i e t y  Vo l . 3 4  No . 1 - 4  

Bu l l e t i n  o f  En t omo l o g i c a l  Resea r c h  Vo l . 9 3  No . 2 - 3  

Jou r n a l  o f  Econom i c  En t omo l o g y  Vo l . 9 6  No . 2 - 3  

Jo r n a l  o f  Gene r a l  P l a n t  Pa t h o l o g y  Vo l . 6 8  No . 2 - 4 ,  Vo l . 6 9  No . 1  
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Phy t o p a t h o l o g y  Vo l . 9 3  No . 4 - 6  

P l a n t  and  Ce l l  Phys i o l o g y  Vo l . 4 4  No . 4 - 6  

P l a n t  Phy s i o l o g y  Vo l . 1 3 1  No . 4  Vo l . 1 3 2  No . 1  

Rev i ew  o f  P l a n t  Pa t ho l o g y  Vo l . 8 2  No . 4 - 6  

Rev i ew  o f  Ag r i c u l t u r a l  En t omo l o g y  Vo l . 9 1  No . 4 -6  

The  Canad i a n  En t omo l o g i s t  Vo l . 1 3 5  No . 2  

The  P l a n t  Ce l l  Vo l . 1 5  No . 4 -6  

Weed  Resea r c h  Vo l . 4 3  No . 1 - 3  

Weed  Sc i e n ce  Vo l . 5 1  1 -2  

Weed  Techno l o g y  Vo l . 1 7  No . 1  

Ag r i c u l t u r a l  a nd  Food  Chem i s t r y （  Vo l . 5 1．  5 2）  残

留

農

薬

農薬残

留検査

課

Jou r n a l  o f  AOAC  I NTERNAT IONAL（  Vo l . 8 6 ）  

食品衛生 学雑誌 （ Vo l . 4 4 ）

食 品 衛 生 研究 （ Vo l . 5 3． 54）

Env i r o nmen t a l  Con t am i n a t i o n  and  Tox i c o l o g y （  Vo l .  70、 Vo l . 7 1．  72）

Jou r n a l  o f  Hea l t h  Sc i e n ce （  Vo l . 4 9．  50）  

Jou r n a l  o f  Ag r i c u l t u r a l  an d  Food  Chem i s t r y （  Vo l . 5 1 ）  

第 17  回 OECD-GLP  作業部会各種資料 Ｇ Ｌ  

Ｐ 

調査役

Globa l l y  Ha rmon i z e d  Sys t em  o f  C l a s s i f i c a t i o n  an d  Labe l l i n g  o f  C  

hem i c a l s  ( Un i t e d  Na t i o n s )  

そ

の

他

企画評

価室

Orch a r d  P l an t  P ro t e c t i o n  Gu i d e  ( 2 0 0 3/04 )  i n  Aus t r a l i a  

I n s e c t  and  M i t e  Con t r o l  i n  F i e l d  Crop s  2003  i n  Aus t r a l i a  

Weed  Con t r o l  i n  W in t e r  Crop s  20 03  i n  Aus t r a l i a  

カ ナ ダ の 農薬／バ イ オ サ イ ド 登 録 サ イ ト 情 報

農産品農 薬残留限量標準総覧 (中華人民共和国農業部農薬検定所編 )

第 12  回環 境化学討論会講演要 旨集 （ 日 本 環境化学会 ） 調 査 研

究課

飼料中の ダ イ オ キ シ ン 類 の定 量法暫 定 ガ イ ド ラ イ ン （ 肥 飼 料 検査所 ）

日 本 農薬 学会第 ２ ９ 回 大 会講演要旨集 （ 日 本 農 薬学会 ）

IR-4  A  P ro g r am  Ove r v i ew  ( T h e  I R - 4  P ro j e c t )  

I m pac t  o f  Jap an  Ag r o chem i c a l  D i s c o v e r i e s  a nd  Acqu i s i t i o n s  on  

U .S .  Crop  Ag r i c u l t u r e  ( T h e  I R - 5  Pro j e c t )  

I R - 4  Repo r t s  ( T h e  I R - 6  P ro j e c t )  

Eu r o p i a n  Rs i k  Asse s smen t :  The  EU  App r o a ch  t o  Env i r o nmen t a l  R  

i s k  Asse s smen t  ( I n v e r e s k )  

The  Use  o f  Env i r o nmen t a l  Fa t e s  S t u d i e s  i n  t h e  Ea r l y  Sc r ee n i n g  

o f  Ag r oc hem i c a l s  ( Co v a nce )  

The  Re l e v an t  Me t a bo l i t e s  I s s u e  i n  Eu ro p e  ( Co v a nce )  

ダ イ オ キ シ ン 類 に 係 る 大 気環境調査 マ ニ ュ ア ル （ 環 境 省 ）

ダ イ オ キ シ ン 類 に 係 る 土 壌調査測定 マ ニ ュ ア ル （ 環 境 省 ）

4.農薬に関する情報の提供等

農薬検査所のホームページに掲載している農薬の登録及び失効に関する情報以外に、使用方法等、新たにホー

ムページに追加掲載する情報について検討を行った。

その対応として、農薬検査所が保有する農薬に関するデータベースの追加及び情報提供に対応したシステムの

構築について検討を行った。

- 29 
-



5．研修・指導等

(1)農薬検査所が国の機関であったころから、都道府県が主催する農薬の販売業者、防除業者を対象とした農薬の

安全使用についての研修会等に、要請により検査所の職員を講師として派遣してきたところである。中期計画に

基づき、独立行政法人移行後においても都道府県等主催の研修会に講師として職員を派遣することとしている。

平成１５年度においては、農林水産省、東京都ほか2府県、（社）日本植物防疫協会ほか３団体、横浜植物防疫

所などから延べ１７件の講師派遣依頼があり、その全てに対応した。

派遣実績の詳細は、次の表のとおりである。

研修会等名称 主催者 講義・講演内容 年月日

農薬シンポジウム 食品科学広報センタ

ー代表

農薬の役割と基礎知識 15.5.12  

H15  年度植物防疫官中級研修（第Ⅰ

班）

横浜植物防疫所長 農薬取締法と農薬行政 15.6.24 

H15  年度農林統計専門家養成研修

（基礎コース）

農林水産省大臣官房

情報部長

食と環境－農薬取締法・農薬

の知識－

15.8.6  

雑草生態及び除草剤試験に関する研

修会

（財）日本植物調節

剤研究協会理事長

農薬登録の流れと農薬取締法 15.8.27  

落葉果樹研修所 落葉果樹研修所長 農薬の基準 15.9.9  

第５９回植物防疫研修会 （社）日本植物防疫

協会理事長

農薬の作物残留と安全使用 15.9.18  

平成１５年度東京都農薬管理指導士

更新研修

東京都産業労働局農

林水産部長

関係法令 15.9.29  

農薬セミナー 食品科学広報センタ

ー代表

農薬の役割と基礎知識 15.11.15  

緑の安全管理士関東甲信越支部大会

（１）  

（社）緑の安全推進

協会会長

改正農薬取締法について 15.12.5  

緑の安全管理士関東甲信越支部大会

（２）  

（社）緑の安全推進

協会会長

改正農薬取締法について 15.12.10  

平成１５年度東京都農薬管理指導士

更新研修

東京都産業労働局農

林水産部長

関係法令 16.1.15  

平成１５年度東京都農薬管理指導士

養成研修

東京都産業労働局農

林水産部長

農薬取締法 16.1.15  

平成１５年度東京都農薬管理指導士

養成研修

東京都産業労働局農

林水産部長

農薬の安全性評価及び各種基

準の設定

16.1.15  

第６０回植物防疫研修会 （社）日本植物防疫

協会理事長

農薬の作物残留と安全使用 16.1.15  

平成１５年度京都府農薬管理指導士

認定事業特別研修

京都府農林水産部長 農薬の安全性評価及び各種基

準

16.2.4  

平成１５年度山梨県農薬管理指導士

研修

山梨県農政部 農薬の安全性評価について 16.2.23  

平成１５年度近畿中国四国地域農業

試験研究推進会議・問題別研究会

（独）農業・生物系

特定産業技術研究機

構近畿中国四国農業

研究センター所長

農薬登録推進上の問題点と対

応策

16.3.11  
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6．国際調和への対応

農薬は国際的に流通する商品であることから、各国の農薬の登録検査システムを国際的に調和しようとする活

動が経済協力開発機構（以下「OECD」という。）等を中心に行われていることから検査所の職員が専門的な立場

からこれらの活動に参加することが求められている。平成15年度においては、国から要請のあった次の全ての事

項に対応した。実績の詳細については、次の表のとおりである。

出 席 会 議 目 的 場 所（  ）  ／  も し く は 概 要 出 張 期 間 出 張 者

第 1  5  回 O  E  C  D  農 薬 作 業 部 会 会 合

／  ﾌ  ﾗﾝｽ  

同 左 1  5  .  6  .  8  

～  15.  6.  14  

１  名

第 1  7  回 O  E  C  D  ・ G  L  P  作 業 部 会 会 合

／  ｷ  ゙ ﾘｼ  ｬ  

同 左 15.  9 .  8  

～  1  5 .  9 . 1 4  

１  名

O  ECD  農 薬 作 業 部 会 ：  R  RS  G（  ﾘｽｸ  削 減 ｽﾃ

ｱ  ﾘﾝｸ  ゙ ｸﾞﾙ  ー ﾌﾟ  ）  及 び RSG  （  登 録 ｽ  ﾃｱﾘﾝ  ｸﾞ

ｸ  ゙ ﾙｰ  ﾌﾟ）  会 合 ／  ｵ  ー ｽﾄﾗ  ﾘｱ  

同 左 15.11 .  1  

～  1  5 . 1 1 .  9  

１  名

第 1  6  回 O  E  C  D  農 薬 作 業 部 会 及 び 化 学 品

委 員 会 ､  化 学 品 ･  農 薬 ･ﾊﾞｲｵ ﾃ ｸ ﾉ ﾛ ｼ ﾞ ｰ作

業 部 会 と の 第 36  回 合 同 会 合

／  ﾌ ﾗ ﾝ  ｽ  

同 左 16.  2 .  2  

～  1  6 .  2 .  7  

１ 名

第 1  7  回 O  E  C  D  農 薬 作 業 部 会 会 合

／  ｱ ﾒ ﾘ  ｶ  

同 左 16.  3 .  1 4  

～  1  6 .  3 . 2 0  

１ 名

7．海外技術支援

発展途上国等への農薬に関する専門技術的な支援を行うため、ＪＩＣＡ及び国からの要請を受け対応してきた

ところであるが、本年度は要請がなく、職員の海外派遣及び海外の研修生の受け入れの実績はなかった。

8．アンケート調査の実施

行政サービスの改善に係るアンケート調査の実施について申請者団体に説明を行った上で、全ての申請者及び

国内管理人（対象者数：200）に対し、10月の１月間を通し、郵送（要望があった者には電子メール）によるアン

ケート調査を行った。アンケートの回収率は53％（総回収数：105）であった。その結果、複数あった要望（指

摘）については、改善措置を検討し早急に対応した。また、アンケート結果及び改善措置について、申請者団体

に説明を行った。

9．情報の保全・管理

農薬検査所では、農薬の毒性試験成績について環境省との共同により、その破損及び劣化防止のため磁気媒体

（光ディスク）に転写し保管している。本年度においても、年度計画に基づき916件の毒性試験成績を磁気媒体に

転写し、年度目標を達成した。

なお、登録票作成のための情報システムについては、本年度は、入力方法・印刷・ファイル出力の各処理の改

善及び農薬取締法の改正に伴う作物名のグループ化に対応した作物コードの見直しの他、昨年度に引き続き新情

報システムの機能改善を行った。

来年度においても当該新システムの更なる整備・改良を進めていき、今後とも新情報システムの効率的な運用

によって、登録内容等に関する情報提供を迅速かつ的確に行っていくこととしている。

10．その他

（1）見学

来 訪 者 年月 日 来 訪 目 的 依 頼 者

福島県桑折町農業委員

会

２  ２  名 1  5.6.3  最近の農薬情報、残

留農薬問題等につい

て

福島県桑折町農業

委員会会長

大韓民国農村振興庁農

業科学技術院 作物保

護部長

１  名

同行者２名

1  5.6.4  生物農薬の評価法に

ついて

（  社）  日本植物防

疫協会研究所長
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東京大学大学院農学生

命科学研究科生産環境

生物学専攻

学生２  ５  名

教官１名

15  .6.20  農薬検査所業務一般 東京大学大学院農

学生命科学研究科

生産環境生物学専

攻長

香取地区植物防疫協会 ２  ４  名 1  5  .11.11  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

香取地区植物防疫

協会会長

韓国農村振興庁農業科

学技術員作物保護部研

究員

２  名

引率者１名

15  .11.21  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

（  独）  農業環境技

術研究所環境化学

分析センター長

新規就農者 １  ３  名

同行者２名

15  .11.25  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

南多摩農業改良普

及センター所長

フィリピン国農薬検査

所職員

１  名

同行者１名

15  .11.26  農薬検査所業務一般 日本農薬学会農薬

残留分析研究会

東京肥料研究会会員 １  ３  名

引率者１名

15  .12.5  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

東京肥料研究会幹

事長

農業改良普及員 ４  名 1  6  .1.29  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

埼玉県農林部農業

支援課長

Ｊ  Ａ  指導員 ９  名

引率者１名

1  6  .2.10  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

Ｊ  Ａ  東京教育セン

ター

中国考察団 ７  名

引率者１名

1  6  .2.18  農薬の登録検査業務

及び登録に関する内

容について

農林水産省大臣官

房国際部長

(2)国の施策に対応する技術的協力

国が行う農薬の安全性に係る基準の設定等について、技術的な観点から協力を行った。

農林水産省関係

○農業資材審議会農薬分科会

15年６月25日、16年２月３日（農林水産省）

○農業資材審議会農薬分科会特定農薬小委員会

15年４月16日、15年５月21日（農林水産省）

○改正農薬取締法に関する都道府県等担当者会議

15年６月５日（農林水産省）

○改正農薬取締法に関する地方農政事務所等担当者会議

15年８月21日（農林水産省）

○農薬行政に関する都道府県等担当者会議

15年９月17日（農林水産省）

○マイナー作物対策等に関する都道府県等担当者会議

16年３月10日（農林水産省）

○臭化メチル削減対策会議

16年２月20日（農林水産省）

○平成15年度植物防疫地区協議会

＜北海道・東北＞15年11月20日～10月21日（青森市）

＜関東＞ 15年11月27日 （さいたま市）
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＜北陸＞ 15年12月１日～12月２日（金沢市）


＜東海・近畿＞ 15年10月30日～10月31日（京都市）


＜中国四国＞ 15年11月６日～11月７日（松江市）


＜九州・沖縄＞ 16年２月３日～２月４日（宮崎市）


○マイナー作物等農薬登録推進協議会

＜関東＞ 15年４月23日 （さいたま市）

＜北海道・東北＞15年５月12日～５月13日（仙台市）

＜西日本＞ 15年５月７日～５月８日（京都市）

＜東日本＞ 15年10月30日 （さいたま市）

＜中日本＞ 15年11月20日～11月21日（名古屋市）

＜中国四国・

九州・沖縄＞ 15年11月25日～11月26日（岡山市）

○平成15年度近畿・東海地区農薬残留分析担当者会議

15年11月６日（京都市）

食品安全委員会関係

○食品安全委員会

15年７月31日、15年８月７日、15年８月21日、15年８月28日

15年９月18日、15年10月２日（食品安全委員会）

○食品安全委員会農薬専門調査会

15年10月27日、15年11月12日、15年12月３日、15年12月24日

16年１月14日、16年１月28日、16年２月25日、16年３月10日（食品安全委員会）

○食品安全委員会リスクコミュニケーション意見交換会

15年10月28日（食品安全委員会）

○食品安全委員会動物医薬品・肥料・飼料等合同専門調査会

16年３月29日（食品安全委員会）

環境省関係

○中央環境審議会土壌農薬部会

15年６月３日、16年３月24日（環境省）

○中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会

15年５月13日、16年２月16日（環境省）

○農薬登録保留基準設定技術検討会＜分析法＞

15年５月22日、16年３月４日（環境省）

○残留農薬安全性評価委員会

15年４月21日、15年５月14日、15年６月17日（国立医薬品食品衛生研究所）

○農薬残留対策総合調査技術検討会

＜作物・土壌残留調査分科会＞15年８月26日（環境省）

＜水質農薬残留調査分科会＞ 16年３月３日（環境省）

＜畑地農薬調査分科会＞ 16年３月３日（環境省）

○農薬の環境中予測濃度評価のための試験法に関する検討委員会

15年10月６日、15年11月18日、16年１月21日、16年３月１日（日本植物防疫協会）

○水産動植物影響にかかる農薬毒性影響評価検討会

15年10月10日、15年12月３日、16年２月17日、16年３月18日（化学物質評価研究機構）

○化学物質と環境円卓会議

16年３月11日（環境省）

厚生労働省関係

○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会・残留農薬部会合同部会

15年５月７日（厚生労働省）
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○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性部会・残留農薬部会・乳肉水産食品部会

合同部会

15年６月27日（厚生労働省）

○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会

15年８月１日、15年12月１日、16年２月２日（厚生労働省）

○薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

15年10月28日（厚生労働省）

○薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会

15年９月２日（厚生労働省）

(3)資料の配布

下記の資料を配付し、農薬の安全使用の指導に努めた。

○平成15年度植物防疫地区協議会資料

Ⅳ．集取及び立入検査

農薬の適正な製造、販売及び使用を確保するため、製造者、販売者等に対する立入検査を実施した。

農林水産大臣の命令により、立入検査等を実施した。中期目標で、立入検査実施後１ヶ月以内に、農林水産大

臣へ検査結果を報告することとされていることから、平成15年度については、全ての命令に対し、検査実施後1か

月以内に報告した。農林水産大臣への報告までの平均的な期間は、0.52か月であった。

（1）販売者等に対する立入検査等

非農耕地用専用除草剤の取扱いを目的に、１県下の10販売者に立入検査を実施した。また、立入検査の際、検

査のため11点の農薬等を集取した。（表９．参照）

検査結果の概要は次のとおりである。

表９．販売者等における立入検査状況

都道府県 立入件数 集取農薬等

神奈川県 １０
 １１


ア．販売者

１県下の10事業所は、非農耕地専用除草剤を販売していたので、農業用には非農耕地専用除草剤を使用

できない旨を掲示し、登録農薬と分けて販売するよう指導した。

（2）製造場に対する立入検査等

農薬の適正な品質を確保することを目的として、表１０．に示す29県下の延べ79製造場において立入検査を実

施するとともに、検査のため55点の農薬を集取した。

農林水産大臣指令のあった無登録農薬等の製造場、新規化合物農薬を製造している製造場及び近年検査を実施

していない製造場を対象に、農薬の製造及び品質管理状況、法定事項の遵守事項等の検査を実施するとともに、

農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室の依頼により事故災害防止に対する調査を行った。

検査結果の概要は次のとおりである。

ア．無登録農薬・輸入農薬の製造場

①2,4-ジクロロフェノキシ酢酸の含まれた無登録の植物活力剤「らん一番」の製造場

大阪府下の1事業所は、2,4-Dの含まれた添加剤と「らん一番」等を農薬登録を取得せずに、小分製造し

販売していたので、仕入・販売先や経緯を聴取し、在庫を封緘した。

また、奈良県下の1事業所(上記業者の仕入先)は、当該製品を製造し販売していたので、仕入・販売先や

経緯を聴取するとともに、販売中止の意志を確認した。
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②2,4-ジクロロフェノキシ酢酸を用いた無登録農薬の製造場

佐賀県下の1事業所は、2,4-ジクロロフェノキシ酢酸を、なすの着果促進剤「ナスリーフ」として製造・

販売していたので、仕入・販売先や経緯を聴取し、在庫を封緘した。

また、無登録「トマトトーン」、「ジベレリン」を着果促進・植物成長剤として製造・販売していたの

で、仕入・販売先や経緯を聴取し、在庫を封緘した。

③無登録農薬を取り扱った製造者・販売者

徳島県下の1事業者は、無登録のダイホルタン・プリクトラン・ＰＣＮＢ・ナフタリン酢酸(塩)等を販売

していたので、仕入・販売先や経緯を聴取した。

また、東京都下の1事業所(上記業者の仕入先)は、当該無登録農薬を輸入・販売していたので、仕入・販

売先や経緯を聴取するとともに、販売中止の意志を確認した。

イ．登録農薬の製造場

①登録と異なる製造

６製造場において、登録と異なる製造処方で製造されていたので、登録どおり製造するように助言した。

②登録申請書と異なる製造等


１製造場において、｢小分製造場｣の届出のない場所で農薬が小分製造されていた。


１製造場において、廃止届けが提出されていなかった。


これらの製造者には、至急、廃止・変更届を提出するように助言した。


③製造施設のない製造場


Ａ製造場は、研究用の少量製造の設備しかなかった。


Ｂ製造場は、水和剤・乳剤の製造設備がなかった。


これらの製造者には、製造場の記載を見直すよう助言した。


④法定事項の遵守状況

10製造場において登録票(写し)の備え付けに、 1製造場において帳簿の備え付けに、不備が認められた。

⑤事故災害防止に対する調査

65製造場における事故災害防止に対する取り組み状況等を調査したところ、


ア 事故防止のための作業マニュアル等を策定している 51製造場


イ 事故災害対策マニュアル等を策定している 54製造場


ウ マニュアル等の見直しを定期的に行っている 50製造場


エ 従業員への安全教育を行っている 64製造場


オ 従業員への再教育を行っている 60製造場


カ 機械・設備等の検査点検を行っている 63製造場


キ 過去3年間に事故等が起きた 7製造場


等であった。


（3）集取農薬等の検査結果

立入検査において集取した66点について、有効成分の種類及び含有量、物理的化学的性状、容器又は包装及び

その表示事項等について検査を行った。

結果の概要は、次のとおりである。

①無登録農薬

販売者から集取した｢強力グリホサート｣、｢ファインセルコート｣、｢水溶性防菌・防カビ活性液テクノウォー

ター｣、｢グリホエース｣、｢アグリクール｣、「碧露」については、農耕地使用、雑草・害虫防除等の表示があり、

無登録農薬の疑いのあるものとして、農林水産大臣に報告した。

②登録農薬


表示の不適正な農薬５点があり、農林水産大臣に報告した。
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表１０．平成15年4月～平成16年3月の製造場における立入検査状況

都道府県 製造場 立入件数 集取農薬

北海道 北興化学工業 （ 株 ） 北海道工場 1  2  

北海三共 （ 株 ） 北広島工場 1  2  

フ ァ イ ザー （ 株 ） 北 広島工場 1  ―  

（ 財 ） 北 海道森林保全協会 札幌工場 1  ―  

北海道日産化学 （ 株 ） 工 場 1  1  

宮城県 三東化学工業 （ 株 ） 1  1  

サ ン ケ ミ フ ァ （ 株 ） 落合工場 1  ―  

ク ミ ア イ 化学工業 （ 株 ） 小 牛田工場 1  1  

山形県 八洲化学工業 （ 株 ） 山 形工場 1  2  

オ リ エ ン タ ル薬品工業 （ 株 ） 工場 1  ―  

福島県 東北保土谷 （ 株 ） 本社工場 1  ―  

日本農薬 （ 株 ） 福 島工場 1  ―  

Ｂ Ａ Ｓ Ｆ  ア グ ロ （  株 ） 郡山工場 1  ―  

住化武田アグ ロ製造 （ 株 ） 郡山工場 1  1  

ク ニ ミ ネ 工業 （ 株 ） 小名浜工場 1  2  

ク ニ ミ ネ 工業 （ 株 ） い わ き工場 1  ―  

三菱化学 （ 株 ） 小 名浜工場 1  ―  

日本化成 （ 株 ） 小 名浜工場 1  ―  

東邦亜鉛 （ 株 ） 小 名浜製錬所 1  ―  

茨城県 ト ー ヤ ク (株 ) 土 浦事業所 1  ―  

（ 株 ） エ ス ・ デ ィ ー ・ エ ス バ イ オ テ ッ ク つ く ば研究所 1  ―  

三笠産業 （ 株 ） 関東工場 1  ―  

（ 株 ） ダ イ ゾ ー 東京工場 1  ―  

（ 株 ） 大 阪造船所エ ア ゾール事業部 東京工場 1  ―  

栃木県 宇都宮化成工業 （ 株 ） 宇都宮工場 1  3  

群馬県 新富士化成薬 （ 株 ） 高崎工場 1  ―  

日本曹達 （ 株 ） 高 崎工場 1  ―  

（ 株 ） バ イ ロ ン 高崎工場 1  ―  

日本農薬工業 （ 株 ） 富岡工場 1  ―  

三洋パ ッ ク ス （ 株 ） 富岡工場 1  ―  

三興化学工業 （ 株 ） 松井田工場 1  ―  

埼玉県 日産化学工業 （ 株 ） 埼玉工場 1  3  

サ ン ケ イ化学 （ 株 ） 深谷工場 1  ―  

富士グ リ ー ン （ 株 ） 深谷工場 1  ―  

小池科学 （ 株 ） 吹上工場 1  ―  

千葉県 野田食菌工業 （ 株 ） 本 社工場 1  1  

細井化学工業 （ 株 ） 小浜工場 1  ―  

東京都 赤城物産 （ 株 ） 1  ―  

西日本物産 （ 株 ） 1  ―  

明治薬品工業 （ 株 ） 東村山工場 1  ―  

太洋化学工業 （ 株 ） 工場 1  ―  

神奈川県 保土谷化学工業 （ 株 ） 横 浜工場 1  ―  

（ 株 ） エ ス ・ デ ィ ー ・ エ ス バ イ オ テ ッ ク 横浜工場 1  2  

三光化学工業 （ 株 ） 相模工場 1  ―  

静岡県 ケ イ ・ ア イ 化成 （ 株 ） 本社工場 1  ―  

新潟県 北興化学工業 （ 株 ） 新 潟工場 1  ―  

ア グ ロ カ ネ シ ョ ウ （ 株 ） 直 江津工場 1  ―  
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富山県 日本曹達 （ 株 ） 高 岡工場 1  2  

愛知県 フ ァ イ ザー （ 株 ） 名古屋工場 1  ―  

三重県 石原産業 （ 株 ） 四日市工場 1  2  

滋賀県 三共アグ ロ （ 株 ） 滋賀工場 1  ―  

洛東化成工業 （ 株 ） 同社工場 1  ―  

京都府 （ 株 ） 微生物化学研究所 1  ―  

大阪府 前川種苗 （ 株 ） 1  3  

（ 株 ） サ ト ー セ ン特化事業部 平林作業所 1  ―  

日本農薬 （ 株 ） 大 阪工場 1  2  

大阪化成 （ 株 ） 大 阪工場 1  ―  

奈良県 旭化学工業 （ 株 ） 奈良工場 1  1  

島根県 三笠産業 （ 株 ） 出 雲工場 1  ―  

日本化薬 （ 株 ） 島 根工場 1  ―  

岡山県 北興化学工業 （ 株 ） 岡山工場 1  1  

ホ ク コ ーパ ッ ク ス （ 株 ） 岡 山事業所 1  ―  

広島県 尾道 ク ミ カ 工業 （ 株 ） 尾道工場 1  ―  

ク ミ ア イ 化学工業 （ 株 ） 尾道工場 1  2  

西部化成 （ 株 ） 工場 1  3  

山口県 柳井化学工業 （ 株 ） 柳井工場 1  ―  

住化武田アグ ロ製造 （ 株 ） 下松工場 1  1  

保土谷化学工業 （ 株 ） 南 陽工場 1  ―  

バ イ エル ク ロ ッ プサ イ エ ン ス （ 株 ） 防 府工場 1  2  

新富士化学 （ 株 ） 小郡工場 1  2  

三菱化学 （ 株 ） 小 郡工場 1  ―  

日産化学工業 （ 株 ） 小野田工場 1  5  

徳島県 林商事 （ 有 ） 1  ―  

福岡県 八洲化学工業 （ 株 ） 甘木工場 1  1  

佐賀県 （ 有 ） 横山生化学研究所 1  1  

日本農薬 （ 株 ） 佐 賀工場 1  2  

九州三共 （ 株 ） 鳥 栖工場 1  2  

長崎県 八洲化学工業 （ 株 ） 長崎工場 1  2  

熊本県 井筒屋化学産業 （ 株 ） 熊本工場 1  ―  

29県 79  55  

立入検査については、中期計画において、立入検査実施後１ヶ月以内に農林水産大臣へ検査結果を報告するこ

ととされている。これに対し、平成１５年度については、全ての命令に対し、検査実施後１ヶ月以内に報告した。

なお、農林水産大臣への報告までの最大期間は、２５日であった。
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Ⅴ 機構・施設

1. 機構（平成１６年３月３１現在）

員 数 員 数

理 事 長

理 事

監 事

企 画 評 価 室

室 長 補 佐

総 括 係

企 画 係

調 査 広 報 係

総 務 課

課 長 補 佐

庶 務 係

人 事 管 理 係

厚 生 係

経 理 係

出 納 管 財 係

調 査 研 究 課

課 長 補 佐 （物理・化学）

課 長 補 佐 （生物）

化 学 係

環 境 係

生 物 係

検 査 部 長

検 査 調 整 課

課 長 補 佐（登録検査）

課 長 補 佐（取締）

課 長 補 佐（  情報）

取 締 企 画 係

登 録 調 査 係

情 報 管 理 係

情 報 調 査 係

毒 性 検 査 課

課 長 補 佐（毒性）

課 長 補 佐（作業安全）

安 全 基 準 係

毒 性 第 １  係

毒 性 第 ２  係

作 業 安 全 係

１ 

１ 

２＊ 

４ 

９ 

５ 

１ 

１０  

６  

農 薬 環 境 検 査 課

課 長 補 佐（土壌）

課 長 補 佐（水質・大気）

土 壌 検 査 係

水 質 検 査 係

大 気 検 査 係

化 学 課

課 長 補 佐(原体）

課 長 補 佐（製剤）

原 体 係

補 助 成 分 係

製 剤 第 １ 係

製 剤 第 ２ 係

流通農薬検査係

規 格 係

生 物 課

課 長 補 佐（殺虫・殺菌剤）

課 長 補 佐（除草剤）

殺 虫 剤 係

殺 菌 剤 係

除 草 剤 係

成 長 調 整 剤 係

生 物 農 薬 係

農 薬 残 留 検 査 課

課 長 補 佐（稲等）

課 長 補 佐（果樹・野菜）

残留検査第１係

残留検査第２係

残留検査第３係

残留検査第４係

有用生物安全検査課

課 長 補 佐（水生）

課 長 補 佐（陸生）

淡 水 魚 介 類 係

海 水 魚 介 類 係

水 産 植 物 係

陸 生 動 物 係

生態影響検査係

調 査 役

６ 

８ 

６ 

７ 

５ 

２ 

＊印は非常勤
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2.	 人事

中期計画に基づく、職員の人事に関する計画（人材の養成）については次表のとおりである。

各研修ともに１名ずつ参加

期 間

15. 4. 7 ～ 15. 4.10 

研 修 名

平成15 年度Ⅱ種採用者研修

場 所

農林水産省 農林水産研修所

15. 5.26 ～ 14. 5.30 平成15年度管理者研修（第2班） 農林水産省 農林水産研修所

15.11.10 ～ 15.11.21 平成15年度一般職員行政研修（第1班） 農林水産省 農林水産研修所

15.12. 1 ～ 15.12.12 平成15年度係長行政研修（第2班） 農林水産省 農林水産研修所

16. 1.19 ～ 16. 1.23 平成15年度課長補佐研修 農林水産省 農林水産研修所
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